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１．基本認識 

デジタル化が社会全体で急速に進展する中、放送の将来像や放送制度の在り方について、

中長期的な視点から検討を行うため、総務省において、令和３年（2021 年）11 月から「デジタル

時代における放送制度の在り方に関する検討会」（座長：三友仁志・早稲田大学大学院アジア

太平洋研究科教授）が開催され、令和４年（2022 年）８月に「デジタル時代における放送の将来

像と制度の在り方に関する取りまとめ」が公表された。 

同取りまとめにおいて、「人口減少や視聴スタイルの変化等、放送を取り巻く環境が急速に変

化する中においては（略）良質な放送コンテンツを全国の視聴者に届けるため、放送事業者の

放送ネットワークインフラに係るコスト負担を軽減し、コンテンツ制作に注力できる環境を整備し

ていくことが重要である」と言及されている。 

上記の環境整備が効果的なものになるためには、放送事業者によるコンテンツの制作の促

進に加え、そうしたコンテンツがより幅広く視聴されるよう、放送やインターネット上における流通

の一層の促進が重要となると考えられる。特に、地域情報の発信において、今後ローカル局に

は大きな役割が期待されている。 

以上を踏まえ、「放送コンテンツの制作・流通の促進に関するワーキンググループ」（以下「本

ワーキンググループ」という。）を開催し、デジタル時代における、放送コンテンツの制作・流通を

促進するための方策の在り方について検討を行い、今般、現状及び課題、そして対応策を取り

まとめたところである。 

 

 

２．検討の背景（放送コンテンツを取り巻く環境） 

（１） コンテンツ産業の市場規模 

我が国の 2021 年のコンテンツ産業の市場規模は 12 兆 4,719 億円であり、このうち、放送コ

ンテンツ（地上テレビ番組、衛星・CATV 番組）は３兆 5,507 億円で、全体の 28.5％を占め、コン

テンツ産業の要となっている。 

 

図表２－１ コンテンツ産業の市場規模 
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他方、我が国の 2021 年度の放送の市場規模（放送事業者全体の売上高）は３兆 7,157 億円

であり、新型コロナウイルス感染症が発生した 2020 年度以降は増減しているものの、長期的に

は横ばいで推移している。 

 

図表２－２ 我が国の放送事業の市場規模 

 

また、我が国の 2022 年の総広告費は７兆 1,021 億円であり、近年においては新型コロナウイ

ルス感染症の影響により減少したが、その後回復傾向にある。内訳を見ると、地上波テレビの広

告費は１兆 6,768 億円（前年比 2.4％減）となっており、長期的には微減傾向となっている一方、

インターネット広告は３兆 912 億円（前年比 14.3％増）と堅調に伸びており、2019 年には地上波

テレビの広告費を初めて上回り、2022 年において、その差はさらに拡大している。 

 

図表２－３ 我が国の媒体別広告費の推移 
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我が国の放送コンテンツの海外輸出額は毎年度増加傾向にあり、2020 年度の 571.1 億円に

対し、2021 年度は 655.6 億円に伸びているが、そのうち９割がアニメである。 

 
図表２－４ 我が国の放送コンテンツの海外輸出額 

 

（２） 動画配信サービスの伸長と視聴端末・視聴スタイルの多様化 

ブロードバンドの普及や映像配信技術・インフラの進展等を背景として、動画配信サービスが

伸長するとともに、スマートフォンやタブレット端末等の視聴端末の多様化や、動画配信におけ

るタイムシフト視聴といった視聴スタイルの多様化が進んでいる。 

 

①  動画配信サービスの伸長 

動画配信サービスでは、放送コンテンツを含む様々な映像コンテンツが、スマートフォンや

タブレット、インターネットに接続するテレビ受信機（コネクテッドテレビ、スマートテレビ、結線

テレビ等）等に対応する形で提供されている。 

「NETFLIX」・「Amazon Prime Video」・「Disney+」等の世界的な動画配信プラットフォームに

よるサービスや、「TVer」・「NHK プラス」などの放送事業者による見逃し配信サービス、

「Hulu」・「TELASA」・「テレ東 BiZ」・「FOD」・「NHK オンデマンド」などの放送事業者による

VOD（Video On Demand）サービスが提供されている。 
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図表２－５ 世界的な動画配信サービスの現状 

 

 

図表２－６ 民間放送事業者によるインターネット配信サービスの取組（キー局） 
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図表２－７ 民間放送事業者によるインターネット配信サービスの取組（キー局以外の例） 

 

 

図表２－８ ＮＨＫによるインターネット配信サービスの取組 

 

②  視聴端末・視聴スタイルの多様化 

ブロードバンドの進展やスマートフォンやタブレットの普及に伴い、多くの人が、いつでも、

どこでも、インターネットにアクセスし、多様な端末で映像コンテンツを視聴することが可能に

なった。 

「インターネット利用」時間と「テレビ視聴」時間を比較すると、令和２年度において、平日１

日の平均利用時間での「インターネット利用」が「テレビ視聴」を初めて超過し、令和４年度で

は、「インターネット利用」と「テレビ視聴」との時間差がさらに拡大している。 
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図表２－９ インターネット利用の伸長 

 

テレビ受信機でリアルタイムに放送コンテンツを視聴するという従来の視聴スタイルは減少

している一方、放送コンテンツを視聴するデバイスがテレビ受像機以外にスマートフォン、タ

ブレット等多様化しており、放送コンテンツの視聴機会は分散化している。若年層（16～29 歳）

では、スマートフォンでテレビ番組を視聴する人は半数を超え、また好きな時間に、手元の端

末で見るという個人志向が強まるなど、視聴端末や視聴スタイルの多様化が進んでいる。そ

のような中で視聴者に放送コンテンツが視聴され続けるためには、魅力的なコンテンツを制

作することや、放送コンテンツを提供する動画配信プラットフォームの在り方が重要になって

いる。 

 
図表２－10 インターネットでの放送コンテンツの視聴 
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図表２－11 視聴スタイルの変化 

 

また、テレビ受信機をインターネットに接続する割合は 2021 年５月に 50％を超え、テレビ

受信機は放送番組を視聴するだけの端末ではなくなり、動画配信サービスを視聴する機能

を併せ持った端末となっている。なお、このインターネットに接続するテレビ受信機に関して

は、テレビ向けＯＳを提供している世界規模のプラットフォーム事業者の支配力が強まってい

ることへの懸念などが指摘されているところ、公正取引委員会が、動画配信サービスを含むコ

ネクテッドテレビ関連分野について、市場構造や競争圧力等の状況を調査し、競争状況を

評価する実態調査を行っているなどの動きがある。 

 

 

 

図表２－12 テレビ受信機のネット接続率の推移 
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３．課題とその検討の方向性 

（１） コンテンツ制作・流通に関わる人材の確保・育成方策を含む制作・流通環境の改善の在り方 

① 放送コンテンツの制作・流通に関わる人材の確保・育成方策  

＜現状＞ 

放送が、引き続き、国民の「知る自由」を保障し、災害情報や地域情報等の「社会の基本

情報」の共有や多様な価値観に対する相互理解の促進といった社会基盤としての役割を果

たし続けるためには、放送コンテンツの制作・流通に関わる人材を確保・育成することや製作

取引の適正化などの制作・流通環境の改善を図ることは必要不可欠である。 

放送事業者にとっては、放送対象地域向けに放送コンテンツを制作し、放送することが基

本にあり、特にローカル局や地方の番組制作会社が制作するコンテンツは、報道番組・情報

番組が中心で、番組自主制作比率は平均 10％程度となっており、放送対象地域外の視聴

者を意識した放送コンテンツの制作の機会や、番組販売やインターネット配信といった放送

対象地域の視聴者に向けた放送以外の流通の機会が少なく、これらに関わる人材の確保・

育成が十分にできない状況にある。 

特にローカル局や中小の番組制作会社では、必要最小限の人員で業務を行っているた

め、人材育成に時間と費用を割くことは容易ではない。一部の事業者では、海外事業者との

共同制作を行う総務省事業や周年番組の制作の機会等を活用して OJT による人材育成を

行う等の工夫をしている。 

海外展開については、一般社団法人放送コンテンツ海外展開促進機構（BEAJ）が、キー

局や NHK が持つ海外展開のノウハウをローカル局等へ共有する取組を行っている。 

 

＜課題＞  

撮影や編集作業の効率化・高度化、リモート制作などの導入が急がれるが、海外展開やイ

ンターネット配信に関するコンテンツ制作、販路の検討・確保も含めた流通のノウハウの蓄積

には至っていない場合が多い。 

実際に、海外の放送事業者やインターネット配信事業者と共同制作を行う際に、バーチャ

ルプロダクションや AI を活用した制作を提案されたが、対応できる人材がおらず苦労したと

いう事例や、観光や地域産品の EC（電子商取引）と連動させたインターネット配信を行う際に、

クラウドの活用や EC サイトの構築などデジタル技術に対応できる人材不足に直面したため、

クラウドを扱える資格取得時の報奨金制度を新設するなど、社内のデジタル人材育成制度を

充実させたといった事例がある。 

また、ローカル局や番組制作会社は番組販売や共同制作、インターネット配信の経験が

少なく、契約交渉や権利処理のノウハウを持った人材がいまだ不足している。 
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図表３－１ コンテンツ制作におけるデジタル技術の活用 

 

＜対応策＞ 

放送事業者や番組制作会社、ケーブルテレビ事業者等は、海外の放送事業者や動画配

信事業者など、最新映像技術やデジタル技術を活用したコンテンツ制作に先進的に取り組

んでいる事業者との共同制作を通じて、最新映像技術やデジタル技術を活用した制作、番

組販売や共同制作、インターネット配信を行う際の契約交渉や権利処理のノウハウの獲得を

図ることが必要である。 

特に、海外を含む、放送対象地域以外の地域向けのコンテンツを制作する機会が不足し

ているローカル局や番組制作会社、ケーブルテレビ事業者等については、国がコンテンツの

制作・流通の機会を提供することにより、不足しているノウハウの獲得・共有の支援を行うこと

が必要である。その際、視聴動向の変化なども踏まえつつ、放送対象地域以外の地域の視

聴者にとっても魅力的なコンテンツを制作する視点を持つことや、地域内外の複数のローカ

ル局をはじめとする映像コンテンツ制作事業者との連携、デジタル人材との連携など、多様

なプレイヤーが参画する形でのコンテンツの制作・流通への挑戦を支援することも重要であ

る。 

また、放送業界内においても、事業者間の競争関係に留意しつつ、キー局やＮＨＫが持

つ制作・流通のノウハウを共有する取組を強化する必要がある。その際、技術的なノウハウや

契約交渉・権利処理のノウハウだけでなく、放送を取り巻く環境変化等の基本認識や課題感、

倫理や規範的意識などについての共有も図る必要がある。 

 

② 放送コンテンツの製作取引の一層の適正化 

＜現状＞ 

良質で魅力ある放送コンテンツの製作・流通を促進し、放送及び関係業界の発展につな

げるため、「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」（以下「ガイドライン」とい

う。）を策定しているほか、製作取引適正化に関する総務省及び民間における取組について



12 
 

専門的見地から助言を得ること等を目的として「放送コンテンツの適正な製作取引の推進に

関する検証・検討会議」（以下「検証・検討会議」という。）を定期的に開催することにより、放

送コンテンツの適正な製作取引を推進している。また、民間でも、「放送コンテンツ適正取引

推進協議会」において、放送事業者と番組製作会社の各業界団体・会員社の情報共有を促

進する取り組みが行われている。 

 
図表３－２ 「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」の概要 

 

ガイドラインの令和４年度フォローアップ調査の結果においては、放送事業者と番組製作

会社の間で各社の製作取引の実態に対する認識（例えば書面交付の有無についての認識

など）に乖離が見られた。 

 

＜課題＞  

コンテンツ製作に係るインセンティブや創意工夫の意欲を削ぐ、又は下請事業者の働き方

改革を阻害するような取引慣行の改善により、放送コンテンツの制作・流通に関わる優れた

人材を継続的に確保する必要がある。 

また、ガイドライン第７版で整理した著作権の帰属に関する業務委託の類型に当てはまら

ない事例があることにより、協議が円滑にできていなかったり、十分な協議を行っていないケ

ースや、放送コンテンツの二次利用について適正な対価の支払が行われないケースがいま

だにある、などの指摘があり、実態把握の必要性が生じている。 
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図表３－３ 「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」令和 4 年度フォローアップ調査結果 

 

＜対応策＞ 

放送コンテンツの製作取引の実態調査やガイドラインの遵守状況に係る指導を徹底すると

ともに、当該調査の結果等を踏まえ、検証・検討会議において議論を行い、必要に応じてガ

イドラインの改訂や周知広報等の措置を講じるなど、ガイドラインの普及・定着を図ることによ

り、放送コンテンツの製作に係る取引環境の一層の適正化を推進する。 

上記の取組みを進めるに当たっては、下請けである番組製作会社を含めた放送コンテン

ツ制作に係るサプライチェーン全体における取引環境や就業環境の改善が、良い人材を集

めることにつながっていくことから、検証・検討会議における議論に当たっては、下請事業者

における働き方改革や親事業者による働き方改革の下請事業者へのしわ寄せ等の影響にも

留意するべきである。 

 

（２） 放送コンテンツを通じた我が国・地方の魅力の世界への発信を促進する方策の在り方 

① 海外の放送事業者や動画配信サービス事業者等との取引機会を拡大するための方策 

＜現状＞  

放送コンテンツの海外展開は、我が国・地方の自然や文化、地域産品・農産品等に対する

関心を高め、訪日外国人観光客の増加や地域産品等の販路拡大などの経済的な効果が見

込まれるだけでなく、我が国に対するイメージ向上にも寄与し、ソフトパワーの強化につなが

ることが期待されるものである。 

我が国の放送コンテンツの海外輸出額は毎年度増加傾向にあり、ジャンル別で見ると「ア

ニメ」が、輸出先別で見ると「アジア」、「北米」、「欧州」が堅調な伸びを示している。 
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図表３－４ 我が国の放送コンテンツの海外輸出額（詳細） 

 

放送コンテンツを含む映像コンテンツの国際的な取引は、主に世界各地で開催される国

際見本市で行われている。新型コロナウイルス感染症の影響下においては、オンライン取引

が試行的に行われ、今後は、国際見本市等における対面での取引とオンライン取引を使い

分ける形で取引が行われていく見込みである。 

我が国の放送事業者等における海外展開の取組は、いくつかの段階に分かれる。キー局

や準キー局、大手番組制作会社等は MIPCOM 等のトップ水準の国際見本市に常に出展し、

世界市場におけるブランディングと利潤追求の段階にあると言える。一方、ローカル局や中

小の番組制作会社等は、国の補助金等を活用し、ATF や TIFFCOM 等の地域規模の国際

見本市に共同出展し、映像コンテンツの売り手としての立ち位置を確立しようとする者もある

が、海外展開は視野に入れず、放送対象地域内の放送に専念する者もある。 

一般社団法人放送コンテンツ海外展開促進機構（BEAJ）は、国際見本市等における個社

のプロモーション活動の後押しをする共同プロモーション活動や、キー局・NHK が持つ放送

コンテンツの海外展開に関するノウハウのローカル局等への共有などにより、我が国の放送

コンテンツの海外展開強化に取り組んでいる。 

 

＜課題＞  

キー局や準キー局、大手番組制作会社であっても、国際見本市において、コンテンツ産

業の市場規模が大きな国を中心に、国・地域単位での大規模出展がある中では、取引機会

獲得は容易ではない。 

ローカル局や中小の番組制作会社は、制作している放送コンテンツが報道番組や情報番

組が中心であることもあり、出展できる放送コンテンツが少ない、番組販売の契約交渉の経験

がない、出展・渡航費用等の課題などを理由に多くの者は国際見本市への出展も難しく、海

外の番組流通事業者とのネットワークの構築の機会獲得が困難である。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響下において、デジタルカタログやオンラインでの取
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引ができる環境の必要性が顕在化したが、オンライン取引の環境整備や当該取引に係る放

送事業者や番組制作会社におけるノウハウの獲得が不十分である。 

 

＜対応策＞ 

海外の放送事業者や動画配信サービス事業者等との取引機会の拡大を図るため、放送コ

ンテンツの海外展開に取り組む放送事業者等は国際見本市へ積極的かつ継続的に出展す

ることが必要であり、その際、個々の事業者によるプロモーションの効果を高めるため、出展

事業者が共同して日本発コンテンツのプロモーションを行うことも重要である。 

さらなる取引機会の拡大を図るため、国際見本市以外の取引機会として、デジタル基盤を

活用した通年の情報発信や取引が可能となる環境の整備や、JETRO 等の海外拠点を活用

した取引機会の獲得にも取り組むことが必要である。 

こうした取組は、放送分野だけで取り組むのではなく、映画、アニメ、出版等コンテンツ産

業全体で、官民が連携して推進していくことが必要である。 

  

② 海外展開の意欲があるローカル局や番組制作会社等の後押しをするための方策 

＜現状＞ 

ローカル局や地域の番組制作会社、ケーブルテレビ事業者等による放送コンテンツの海

外展開は、総務省事業を活用し、地域の自然、文化、地場産品・農産品等の地域の魅力を

題材とした放送コンテンツを海外の放送事業者等と共同制作し、海外の放送で発信するもの

がほとんどである。 

総務省事業を契機として、海外の放送事業者との連携関係ができ、地方自治体や地元企

業等から協賛を得て事業化する事例や、総務省事業から得たノウハウを基に海外向け EC 事

業を立ち上げる事例なども出てきているが新型コロナウイルス感染症の影響下において、ほ

とんどの事業者が事業の継続・拡大が難しい状況にあった。 

また、世界的な動画配信プラットフォームを通じて、地域を題材としたドラマの海外展開を

行っている事例も出てきている。 
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図表３－５ 放送コンテンツを活用した地域情報発信の支援（補助事業） 

 

＜課題＞  

放送事業者にとっては、放送対象地域向けの放送コンテンツを制作し、放送することが基

本にあるため、放送対象地域の外、特に海外に向けた放送コンテンツを制作する機会が少

なく、ノウハウを研鑽できていない場合が多い。キー局や NHK には一定のノウハウの蓄積が

あるが、放送業界全体での共有は十分ではないとの指摘もある。 

また、世界的な動画配信プラットフォームを活用した海外展開については、キー局や NHK

であっても経験が多くなく、放送業界にそのノウハウが十分に蓄積されていない。 

ローカル局等の海外展開のほとんどが、放送対象地域向けに制作した放送コンテンツに

英語又は一次展開先の言語の字幕を付したものであり、複数地域への展開を試みる場合に、

展開先の地域特性や文化等を踏まえたコンテンツの制作やプロモーションが十分ではない。 

海外展開に取り組むローカル局等からは、海外展開を行う際の権利処理のノウハウや必

要な人材が不足している、放送事業者や動画配信サービス事業者との契約交渉のノウハウ

がなく、相手に有利な契約を締結することになってしまう、海外展開できる放送コンテンツの

数が少なく、売り手との取引機会の獲得や円滑な交渉が難しいといった課題が指摘されてい

る。 

また、地域の魅力を発信する場合は、地方自治体や地域企業等との連携が必要不可欠

であるが、地方自治体や地域企業等との連携機会の確保や事業資金の獲得、円滑な協業

が課題であることも指摘されている。 

 

＜対応策＞ 

展開先の地域特性や文化等も踏まえたコンテンツ制作、権利処理や契約交渉など、キー

局や NHK が持つ海外展開のノウハウの共有を深化させるとともに、国際見本市等における

出展・取引機会を確保し、実践を通してノウハウの習得を図ることを支援する必要がある。 

また、世界的な動画配信プラットフォームの活用など、キー局や NHK であっても経験が多
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くない海外展開の類型については、官民が連携し、取引実態の把握や課題と対応策、共有

すべきノウハウなどの整理を行う必要がある。 

地方創生の観点からも、ローカル局等が地方自治体や地域企業等と連携し、我が国・地

域の魅力を世界へ効果的に発信する取組が持続可能なものとなることは重要であるため、意

欲ある事業者に対してチャレンジできる機会を提供するなどの国の支援を強化することが必

要である。 

 

（３） 放送コンテンツのインターネット配信の推進の在り方 

① ローカル局によるインターネット配信促進方策 

＜現状＞  

放送事業者によるインターネット配信は、「TVer」・「NHKプラス」などの同時配信・見逃し配

信サービス、「Hulu」・「TELASA」・「テレ東 BiZ」・「FOD」・「NHK オンデマンド」などの放送事

業者による VOD サービス等が提供されている。 

 

図表３－６ 【再掲】民間放送事業者によるインターネット配信サービスの取組（キー局） 
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図表３－７ 【再掲】ＮＨＫによるインターネット配信サービスの取組 

 

ローカル局は、「TVer」や系列キー局のインターネット配信プラットフォーム、名古屋地区の

「Locipo」などの複数のローカル局が連携して構築したインターネット配信プラットフォーム、

北海道テレビ放送の「HOD」などの自社で構築したインターネット配信プラットフォーム、九州

朝日放送の「アサデス。アプリ」などの放送番組の同時配信等をスマートフォン上で視聴でき

るアプリ、YouTube 等を活用してインターネット配信を行っている局があるが、大半はニュース

や情報番組の YouTube 配信やスマートフォン向けの配信である。 

 

図表３－８ 【再掲】民間放送事業者によるインターネット配信サービスの取組（キー局以外の例） 

 

平日１日のメディアの平均利用時間は、令和２年度にはじめて「インターネット利用」が「テ

レビ視聴」を上回り、令和４年度にはその差はさらに拡大した。視聴者が社会生活を営む上

で必要な情報を入手する方法は、テレビ受信機で視聴する放送から、スマートフォンやタブ
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レット、パソコン等で利用するインターネットに移行しつつある。 

 

図表３－９ 【再掲】インターネット利用の伸長 

 

放送コンテンツの視聴も、テレビ受信機でリアルタイムに視聴するだけでなく、スマートフォ

ンやタブレット等で好きな時間に、手元の端末で見るという個人志向が強まるなど、視聴端末

や視聴スタイルの多様化が進んでいる。 

 

図表３－10 【再掲】インターネットでの放送コンテンツの視聴 
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図表３－11 【再掲】視聴スタイルの変化 

 

放送コンテンツを視聴する端末であるテレビ受信機も、インターネットに接続する割合が

2021 年５月に 50％を超え、動画配信サービスを視聴する機能を併せ持った端末に変化した。 

 

図表３－12 【再掲】テレビ受信機のネット接続率の推移 

 

＜課題＞ 

放送はこれまで、放送法の下で「質の担保された情報」を届けてきたが、多種多様な情報

が流通する現代の情報空間の中では、こうした放送の役割の重要性は益々高まっており、放

送がこうした役割を引き続き果たしていくためには、キー局のみならず、ローカル局にもインタ

ーネット配信の充実が期待されるが、現状は、一部の局がニュースや情報番組の YouTube

配信やスマートフォン向け配信を実施するにとどまる。 

インターネット配信に取り組んでいるローカル局からは、インターネット配信を前提とした権
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利処理のノウハウやこれに対応できる人材が不足している、動画配信サービス事業者との契

約交渉のノウハウがなく、相手に有利な契約を締結することになってしまうといった課題が指

摘されている。 

また、放送事業者、番組制作会社等と動画配信サービス事業者との契約においては、コン

テンツ制作者側に交渉力がないために、動画配信サービス事業者に重要な知的財産（全て

の著作権、世界における永久の利用権等）を囲い込まれたり、コンテンツ制作者側が十分な

対価還元を受けられない契約を締結することになってしまうといった課題も指摘されている。 

 

図表３－13 ローカル局における権利処理の課題①（権利処理体制の問題） 

 

 

図表３－14 ローカル局における権利処理の課題②（人員・ノウハウの不足） 
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＜対応策＞ 

インターネット配信を行う場合の権利処理や動画配信サービス事業者との契約交渉につ

いて、コンテンツ制作・流通の現場の状況把握をしつつ、官民が連携し、共有すべきノウハウ

の整理や、インターネット配信に取り組むローカル局の連携・サポート体制の構築に向けた検

討に早急に着手する必要がある。 

なお、現在、政府全体でデジタルアーカイブの議論も検討されているところであるが、NHK

をはじめデジタルアーカイブされた放送コンテンツに関して、飛躍的な充実や活用促進に向

けた課題把握に務めていくことも重要である。 

 

図表３－15 デジタルアーカイブに関する我が国の取組 

 

②  放送コンテンツの流通促進に向けた動画配信プラットフォームの在り方 

＜現状＞  

前述のとおり、視聴者が社会生活を営む上で必要な情報を入手する方法は、テレビ受信

機で視聴する放送から、スマートフォンやタブレット、パソコン等で利用するインターネットに

移行しつつある。 

情報空間は、インターネットを含め、放送以外にも広がっているが、インターネット空間では、

アテンションエコノミー1が形成され、フィルターバブル 2やエコーチェンバー3、フェイクニュー

                                                
1 人々の関心や注目の度合いが経済的価値を持つという概念。 
2 アルゴリズムがネット利用者個人の検索履歴やクリック履歴を分析し学習することで、個々のユ

ーザにとっては望むと望まざるとにかかわらず見たい情報が優先的に表示され、利用者の観点に

合わない情報からは隔離され、自身の考え方や価値観の「バブル（泡）」の中に孤立するという情

報環境。 
3 ソーシャルメディアを利用する際、自分と似た興味関心をもつユーザをフォローする結果、意見

をＳＮＳで発信すると自分と似た意見が返ってくるという状況を、閉じた小部屋で音が反響する物

理現象にたとえたもの。 
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スといった問題が顕在化しており、取材や編集に裏打ちされた信頼性の高い情報発信、「知

る自由の保障」、「社会の基本情報」の共有や多様な価値観に対する相互理解の促進といっ

た放送の価値は、情報空間全体における健全性の確保の観点から、その役割に対する期待

が増している。 

 

図表３－16 インターネット空間における社会問題 

 

視聴者は、放送コンテンツを視聴する場合、放送波経由でテレビ受信機を用いて視聴す

るか、インターネット経由でスマートフォン、タブレット、パソコン、インターネットに接続したテ

レビ受信機を用いて視聴するが、インターネット経由での視聴は、放送事業者が提供する有

料又は無料の数々の動画配信プラットフォームや YouTube 等で、視聴したいコンテンツを選

択することになる。 

 

＜課題＞ 

インターネット経由での視聴において、数々の動画配信プラットフォームにより様々なコン

テンツが提供されているが、視聴端末や視聴スタイルの多様化の中、前述のとおり、アテンシ

ョンエコノミーの形成、フィルターバブル、エコーチェンバー、フェイクニュースといった問題が

顕在化しており、社会の基本情報へのアクセスがなく、適切な情報に接することができないと

の指摘や、世代間で認識を共有するということができず、情報の偏りによる社会の分断を発

生させるおそれがあるとの指摘もあった。そのような中、放送が期待される役割を果たし続け

るためには、視聴者が信頼性の高い放送コンテンツを容易に視聴できる環境が必要である。 

放送コンテンツを視聴する専用端末であったテレビ受信機においても、インターネットに接

続して動画配信サービスのコンテンツを視聴することが可能となっており、上記の環境が同様

に求められている。 

また、放送対象地域の視聴者に確実に地域情報を届けるためには、地域の視聴者が地域

情報に到達しやすい形でインターネット配信を行いたいが、ローカル局がそれぞれにインタ

ーネット配信プラットフォームを開発、運営するには費用面、人材面でリソースが不足しており
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現実的ではなく、他方、規模の大きなインターネット配信プラットフォームを活用するとローカ

ル局の放送コンテンツは埋もれてしまい、地域の視聴者に地域情報を確実に伝えることがで

きないのではないかとの懸念があり、地域間格差の問題につながるのではないかとの指摘や、

インターネット配信の取組を前進させづらいとの指摘もあった。 

また、インターネット上におけるデータ利活用の動きの中で、視聴者が不安を感じない形

でのインターネット配信サービスによる動画の視聴データの利活用についても議論の必要性

について指摘があった。 

なお、英国では、バランスがとれた多様な番組を提供し、幅広く国民の多様なニーズや関

心に応えることを目的として、公共サービステレビジョン放送事業者のコンテンツをスマート

TV 上で優先表示することを義務づける措置がメディア法案に盛り込まれている。 

 
図表３－17 プラットフォーム等の活用による放送コンテンツのインターネット上における流通促進方策に関する英国の動向  

 

＜対応策＞ 

視聴者がインターネット経由で放送コンテンツを容易に視聴できる環境の早期実現のため、

まずは、インターネットに接続するテレビ受信機において、複数のインターネット配信プラット

フォームが連携し、当該プラットフォームが配信する放送コンテンツの一覧性が確保される入

口（仮想的なプラットフォーム）からの適切な導線の実現に向けて、視聴者にとっての利便性

という観点からも、容易に放送コンテンツを視聴できる表示・操作性について、放送事業者や

様々な関係者共同による枠組みにおける検討・検証を官民が連携して行うことが必要である
4。 

その際、視聴者の視点（視聴実態、視聴の仕方や上記取組みに対する理解など）に留意

し、また、ローカル局が提供する地域情報等の放送コンテンツに地域の視聴者等が到達しや

すい仕組みに配意する必要がある。また、視聴データの活用に関する視聴者のプライバシ

                                                
4 「放送業界に係るプラットフォームの在り方に関するタスクフォース」（主査：内山隆・青山学院大

学総合文化政策学部教授）でも同様の議論が行われた。 
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ー面に係る受容性等についても検証し、今後、「放送分野の視聴データの活用とプライバシ

ー保護の在り方に関する検討会」においてインターネット配信サービスによる動画の視聴デ

ータを活用する場合の視聴者の個人情報の取扱いについて、更に検討を深めていく必要が

ある。 

 

 

４．おわりに 

本ワーキンググループは、2022 年（令和４年）12 月 16 日の第１回会合以降、計９回の会合を

重ね、デジタル時代における、放送コンテンツの制作・流通を促進するための方策の在り方に

ついて議論を重ねてきた。 

検討にあたっては、放送コンテンツ産業が置かれている概況、動画配信サービスの伸長、昨

今の視聴スタイルの変化・多様化などの状況把握を行いつつ、放送コンテンツ制作・流通を担

う放送事業者、番組制作会社、動画配信プラットフォーム、海外展開を支援する組織等からのヒ

アリングを行い、また海外の制度等の紹介を含め、課題を認識し、対応策を議論いただいた。 

議論を踏まえ、本取りまとめにおいて示した３点の柱は、いずれも放送コンテンツをめぐる視

聴環境の変化に対応するべく取組むべき対応策を示しているものであり、今後はこれに基づき、

総務省において必要な措置を講じていくことが望ましい。 

上記の措置を有効に進めていくために重要な点は、措置の背景となる課題や危機感を共有

し、キー局や NHK の持つノウハウの共有等を含め協調していくことである。特に、インターネット

配信やデジタル技術の進展等による視聴スタイルの大きな転換期に置かれているという視聴者

の視点を念頭に置きつつ対応していくことが肝要である。また、環境変化が激しい分野であるこ

とから、引き続き状況に応じて課題の抽出、対応方策の検討を続ける努力も必要である。 

本ワーキンググループとしては、上記の関係者が、以上の観点を踏まえて、連携・協力を強

め、良質な放送コンテンツ制作や流通に注力できるようになることを期待したい。 
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別添１ 開催要綱 

 

デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会 

「放送コンテンツの制作・流通の促進に関するワーキンググループ」 

開催要綱 

 

１．背景・目的 

デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会（以下「検討会」という。）

のとりまとめにおいて、ローカル局をはじめとする放送事業者の設備負担軽減に係る提

言の中で、コンテンツ制作に注力できる環境を整備していくことが重要であると言及さ

れている。 

こうした環境を整備する観点からは、放送事業者によるコンテンツの制作の促進に加

え、そうしたコンテンツがより幅広く視聴されるよう、放送やインターネット上におけ

る流通の一層の促進が重要となると考えられる。特に、地域情報の発信において、今後

ローカル放送局には大きな役割が期待されている。 

以上を踏まえ、検討会の下に開催される会合として、「放送コンテンツの制作・流通

の促進に関するワーキンググループ」を開催し、インターネット時代における、放送コ

ンテンツの制作・流通を促進するための方策の在り方について、関係事業者等の協力を

得つつ、検討を行う。 

 

２．名称 

本ワーキンググループは「放送コンテンツの制作・流通の促進に関するワーキンググ

ループ」と称する。 

 

３．検討項目 

（１）放送コンテンツの流通の促進について 

（２）放送コンテンツの制作の促進について 

（３）その他 

 

４．構成及び運営 

（１）本ワーキンググループの主査は、検討会座長が指名する。本ワーキンググループ

の構成員は、主査が指名する。 

（２）主査は、本ワーキンググループを招集し、主宰する。 

（３）主査は、主査代理を指名することができる。  

（４）主査代理は主査を補佐し、主査が不在のときは主査に代わって本ワーキンググル

ープを招集し、主宰する。  
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（５）主査は、必要と認める者を構成員又はオブザーバとして随時追加することができ

る。 

（６）主査は、必要に応じ、構成員及びオブザーバ以外の関係者の出席を求め、意見を

聴くことができる。 

（７）その他、本ワーキンググループの運営に必要な事項は、主査が定めるところによ

る。 

５．議事の取扱い  

（１）本ワーキンググループの会議は、原則として公開とする。ただし、公開すること

により当事者又は第三者の権利及び利益並びに公共の利益を害するおそれがある場

合その他主査が必要と認める場合については、非公開とする。 

（２）本ワーキンググループの会議で使用した資料については、原則として総務省のホ

ームページに掲載し、公開する。ただし、公開することにより当事者又は第三者の権

利及び利益並びに公共の利益を害するおそれがある場合その他主査が必要と認める

場合については、非公開とする。 

（３）本ワーキンググループの会議については、原則として議事要旨を作成し、総務省

の ホームページに掲載し、公開する。 

６．その他 

本ワーキンググループの庶務は、情報流通行政局情報通信作品振興課が、同局放送政

策課の協力を得て行うものとする。 
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別紙 

「放送コンテンツの制作・流通の促進に関するワーキンググループ」 

構成員名簿 

（敬称略・主査を除き五十音順） 

＜構成員＞ 

（主査） 山本
やまもと

 龍彦
たつひこ

  慶應義塾大学大学院法務研究科 教授 

（主査代理） 内山
うちやま

 隆
たかし

青山学院大学総合文化政策学部 教授 

（主査代理） 鳥海
とりうみ

 不二夫
ふ じ お

 東京大学大学院工学系研究科 教授 

荒井
あ ら い

 ひろみ 理化学研究所革新知能統合研究センター 

ユニットリーダー

有賀
あ り が

 敦
あつ

紀
のり

 中央大学文学部心理学専攻 教授 

大谷
おおたに

 和子
か ず こ

 株式会社日本総合研究所 執行役員 法務部長 

落合
おちあい

 孝
たか

文
ふみ

 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 

プロトタイプ政策研究所所長・シニアパートナー弁護士 

音
おと

 好宏
よしひろ

 上智大学新聞学科 教授 

長田
な が た

 三
み

紀
き

情報通信消費者ネットワーク 

西田
に し だ

 亮
りょう

介
すけ

 東京工業大学リベラルアーツ研究教育院 准教授 

長谷川
は せ が わ

 敦士
あ つ し

 武蔵野美術大学造形構想学部 教授 

株式会社コンセント 代表取締役社長 

林
はやし

 秀
しゅう

弥
や

名古屋大学大学院法学研究科 教授 

福井
ふ く い

 健
けん

策
さく

 骨董通り法律事務所 代表 弁護士 

計 13 名 

（オブザーバ）

日本放送協会、一般社団法人日本民間放送連盟、株式会社ＴＢＳテレビ、株式会社テレビ朝日、株式会社テレビ東京、

日本テレビ放送網株式会社、株式会社フジテレビジョン、株式会社 TVer、一般社団法人大手家電流通協会、 

一般社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）テレビネットワーク事業委員会、一般社団法人 IPTV フォーラム、 

一般社団法人放送サービス高度化推進協会（A-PAB）、一般社団法人放送コンテンツ海外展開促進機構（BEAJ）、 

グーグル合同会社、ヤフー株式会社、Netflix 合同会社、一般社団法人全日本テレビ番組製作社連盟（ATP）、 

一般社団法人全国地域映像団体協議会、一般社団法人日本動画協会 

経済産業省商務情報政策局コンテンツ産業課 

情報流通行政局情報流通振興課、総合通信基盤局電気通信事業部利用環境課
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別添２ 開催状況 
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別添２ 開催状況 

「放送コンテンツの制作・流通の促進に関するワーキンググループ」 

開催状況 

○第１回（令和４年12月16日（金）10:00～）

（１）開催要綱の確認等

（２）放送コンテンツの制作・流通の促進に関するワーキンググループについて

（３）放送コンテンツを取り巻く現状について

（４）放送コンテンツの制作・流通の促進に関するワーキンググループの論点（案）

（５）立教大学社会学部砂川ゼミへのヒアリング

（６）意見交換

○第２回（令和５年２月21日（火）10:00～）

（１）放送コンテンツの流通の現状

（２）インターネット上における流通に関するヒアリング

（３）意見交換

○第３回（令和５年３月22日（水）13:00～）

（１）音構成員プレゼンテーション

（２）地域からの情報発信に関する放送局の取組についてのヒアリング

（３）意見交換

○第４回（令和５年４月６日（木）13:00～）

（１）コンテンツビジネスの現在に関するヒアリング

（２）グローバルに通用するコンテンツの制作・流通に関するヒアリング

（３）意見交換

○第５回（令和５年４月24日（月）13:00～）

（１）NHKとの共同制作による流通促進に関するヒアリング

（２）第１回から第４回までを踏まえた意見交換

○第６回（令和５年６月２日（金）13:00～）

（１）これまでの議論を踏まえた論点整理

（２）意見交換
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○第７回（令和５年６月16日（金）13:00～）

（１）プラットフォーム等の活用による放送コンテンツのインターネット上におけ

る流通促進方策に関する英国の動向

（２）これまでの議論の整理（プラットフォーム等の活用による放送コンテンツの

インターネット上における流通促進方策関係）

（３）意見交換

○第８回（令和５年８月９日（水）13:00～）

（１）取りまとめ骨子（案）

（２）意見交換

○第９回（令和５年８月24日（木）13:00～）

（１）取りまとめ（案）

（２）意見交換
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別添３ 課題ごとの構成員等の主な意見 
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別添４ 参考資料 
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5

Google Chromecast
Netflix Amazon Prime Video
Amazon Fire TV

4
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2,186

55

268569
2021

11.4%
2020

11.2 %
2019

11.0 %
2018

10.8%
2017

10.7 %
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1,749 31 436119
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放送コンテンツの制作・流通の促進に関するワーキンググループ取りまとめの概要

視聴者の視聴スタイルの多様化、動画配信サービスの急速な伸長など放送コンテンツを取り巻く環境が変化する
中、コンテンツ産業を牽引する放送が、これまで果たしてきた社会的役割を引き続き果たしていくための課題と対応
策を取りまとめ。

制作・流通環境の改善 我が国・地方の魅力の世界発信 インターネット配信の促進

人材の確保・育成

製作取引の一層の適正化

取引機会の拡大

意欲あるローカル局等の後押し

ローカル局による取組の促進

配信プラットフォームの在り方

◆ 放送事業者には放送対象地域外への発信
（インターネット配信や海外展開）を意識し
た制作機会、これに対応できる人材が不足

 先進的に取り組んでいる事業者との共同制
作の機会を通じ、デジタル技術の活用や契
約交渉、権利処理のノウハウ等の事業者
間の共有を図る

◆ 放送事業者と番組製作会社の間の認識の
乖離やガイドラインで整理した著作権の帰
属に関して類型に当てはまらない事例が存
在するとの指摘

 実態調査・指導を徹底するとともに、
検証・検討会議で必要な措置を検討

 番組製作会社の働き方改革にも留意

◆ 国際見本市へ出展しても、個社の取組だけ
では取引機会の獲得やネットワーク構築が
困難

 個社による国際見本市での取引機会の獲
得やネットワーク構築の試みの効果を高め
る共同プロモーションの実施

 デジタル基盤を活用した通年での情報発信
や取引が可能となる環境整備 等

◆ 総務省事業を活用して地域の魅力発信を
通じて地方創生に貢献するローカル局等は
あるが、海外事業者との共同制作の機会・ノ
ウハウ不足、地域との連携機会の確保など
が課題となり、自走化に至る事例がわずか。

 海外事業者との共同制作の機会や地域と
連携した地域情報発信の機会など、意欲あ
る者がチャレンジできる機会の提供

◆ 放送が社会的役割を果たしていくためには、
視聴スタイルの多様化に対応し、インター
ネット配信を充実させることが必要

◆ ローカル局ではデジタル技術の活用や契
約交渉、権利処理のノウハウ・人材が不足

 ローカル局が契約交渉や権利処理を円滑
に実施できるノウハウの獲得等に向けた官
民連携による検討 等

◆ インターネット経由での視聴において、放送
が期待される役割を果たし続けるためには、
視聴者が信頼性の高い放送コンテンツを容易
に視聴できる環境が必要。

 コネクテッドテレビ上で放送コンテンツが視聴
しやすい一覧性等の表示・操作性が確保され
る入口（仮想的プラットフォーム）からの適切
な導線の実現



放送業界に係るプラットフォームの在り方 

に関するタスクフォース 

取りまとめ 

２０２３年（令和５年）１０月１８日 
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１．基本認識 

 

放送は、有限希少な電波を用いて不特定多数に同時に同じ情報を提供する手段として

大きな社会的影響力を有しており、放送事業者は、放送法（昭和 25 年法律第 132 号）の

規定に基づいて、災害情報など公共性の高い情報をあまねく伝えるとともに報道は事実

を曲げないですること等の番組準則に則って、「質の担保された情報」を提供する責務を

有している。その中で、我が国の放送は、受信料を財源とする公共放送である日本放送

協会（以下「ＮＨＫ」という。）と、主に広告料収入を財源とする地域のローカル局を含

めた民間放送事業者（以下「民放」という。）による二元体制の下、互いに切磋琢磨し創

意工夫を凝らして質の高い放送番組を制作・放送し、生活や経済活動に欠かせない国民

の情報基盤としての使命を果たしてきた。 

近年、ブロードバンドやスマートフォン等の急速な普及に伴い、国民・視聴者が社会

生活を営む中で必要な情報を入手する方法の多様化が進み、放送等の伝統メディアから

インターネットへと移行しつつある。他方、インターネットについては、膨大な情報が

氾濫する中で、個々人の考え方に合わない情報からは隔離され自身の価値観の中で孤立

してしまうフィルターバブルや、フェイクニュース等の問題が指摘されている。 

こうしたフィルターバブルやフェイクニュース等の問題が顕在化するデジタル時代に

おいてこそ、「質の担保された情報」としての放送の価値に対する期待は益々高まってい

ると言える。また、我が国の放送番組は、コンテンツ産業の３割近くを占めており1、我

が国を牽引する産業分野としても期待が高まっている。 

国民・視聴者のいないところに放送の未来はない。国民・視聴者の視聴スタイルの急

速な変化を明確に意識して、デジタル時代においても放送コンテンツが国民・視聴者に

確実に届くために、放送全体で速やかに対応していく必要がある。 

特にＮＨＫは、放送法に根拠を置き、その運営や業務について同法で規定され、受信料

を財源とする公共放送として、「豊かで、かつ、良い放送番組」2を提供することに加え、

放送全体のプラットフォームとして、放送番組の流通を支え、二元体制を基本とする我

が国の放送業界全体の発展に貢献していくことが求められている。 

本タスクフォースでは、国民・視聴者の視点に立ち、ＮＨＫと民放双方の放送コンテ

ンツが効率的かつ効果的に届けられるようにするための「あるべき姿」の実現に向けた

課題とその検討の方向性を提示する。  

                                                       
1 「メディア・ソフトの制作及び流通の実態に関する調査（令和５年６月）」（総務省情報通信政策研究

所）によれば、2021 年（令和３年）における我が国のコンテンツ産業の市場規模 12 兆 4,719 億円のう

ち、地上テレビ番組の規模は２兆 6,951 億円（21.6％）、衛星・CATV 番組の規模は 8,556 億円（6.9％）

となっている。 
2 放送法第 81 条第１項において、「協会は、国内基幹放送の放送番組の編集及び放送に当たつては、第

四条第一項に定めるところによるほか、次の各号の定めるところによらなければならない。」として、同

項第１号において「豊かで、かつ、良い放送番組の放送を行うことによつて公衆の要望を満たすととも

に文化水準の向上に寄与するように、最大の努力を払うこと。」と規定されている。 
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２．課題とその検討の方向性 

（１）地上放送の放送ネットワークインフラの効率化 
 
 ＜現状＞ 

・ ＮＨＫは、中波放送と超短波放送のいずれか及びテレビジョン放送が全国におい

て受信できるように措置することが義務付けられている3。民放は、その放送対象地

域内で放送があまねく受信できるように努めることとされている4。 

・ 現状、全ての放送事業者がハード・ソフト一致の形態を選択し、自らが免許人とし

てハード（親局・中継局）を構築し、保有・運用・維持管理している。 

・ 地上波中継局の「共同利用」の実現を可能とする放送法及び電波法の一部を改正す

る法律（令和５年法律第 40 号）が成立している。 

・ ＮＨＫは、「ＮＨＫ経営計画（2021-2023 年度）」（2023 年１月修正）において、「運

用共同化」・「共同建設化」を含め、「ネットワークコスト削減等、視聴者の将来負担

の軽減につながる先行支出等」として「総額 600 億円」を計上しているところ。 

・ 一般社団法人日本民間放送連盟は、中継局の共同利用を最重要課題として掲げ、そ

の前提として、持続的な経済合理性の確保及び地域事情への配慮を求めている。 

 

＜課題＞ 

  ・ 国民・視聴者が質の高い放送コンテンツを視聴できる持続可能な仕組み作りとし

て、放送ネットワークインフラの効率化が必要ではないか。 

・ 地上波中継局の共同利用については、ＮＨＫと民放の自主的な検討を尊重すべき

だが、それだけで十分か。全国各地の民放ローカル局の実情を汲みつつ、民放ローカ

ル局の具体的な経営の選択肢を増やすべく、ＮＨＫと民放が具体的に協議を進める

場が必要ではないか。 

  

＜検討の方向性＞ 

  ・ 地上波中継局の「共同利用」の実現を可能とする放送法及び電波法の一部を改正

する法律（令和５年法律第 40 号）の成立を受けて、その早期実現に向け、競争法を

遵守した形で、ＮＨＫ、民放キー局、民放ローカル局等の関係者からなる全国レベ

ル及び地域レベルでの協議の場を年内目途に設置5すべき。 

・ その協議の場においては、民放ローカル局の参画も得ながら地域事情を踏まえる

とともに、全国に地域放送局を有するＮＨＫは、地上波中継局のコスト分析や仕様

検討等、競争法を遵守しつつ、中心的な役割を果たすべき。  

                                                       
3 放送法第 20 条第５項において、「協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送

がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。」と規定されている。 
4 放送法第 92 条において、「特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者（電波法の規定により

衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者を除く。）は、その基幹放送局を用いて

行われる基幹放送に係る放送対象地域において、当該基幹放送があまねく受信できるように努めるもの

とする。」と規定されている。 
5 少なくとも全国レベルの協議の場は、年内を目途に設置すべき。 
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【関連する構成員等の主な意見】 

・ ＮＨＫとの協力が具体化できなければ、致命傷になるローカル局も出てくると思われる。でき

る限り多くの放送コンテンツが今後も持続的に提供できる環境整備につながるよう議論を尽く

すべき。（第１回：落合構成員） 

・ 放送のハード設備は構造転換を進めてコストを下げ、受信料を下げるなどしなければ若い人は

テレビから離れてしまう。（第１回：坂本構成員） 

・ 本タスクフォースとしては、少なくとも大きな方向性を示し、関係者が前向きに議論できる「場」

の設定を考えるべき。（第１回：曽我部構成員） 

・ 独禁法の観点でカルテルにならないような配慮は必要であり、共同発注行為や共同購入に一定

の制限はあり得る。競争法上適正に行える範囲になっているか検討する可能性はあるが、具体的

な議論の進捗に合わせて議論していくことが大事ではないか。（第２回：落合構成員） 

・ ＮＨＫと民放の協議について、全国レベルでの議論をしていくのに加えて、地域レベルでのＮ

ＨＫと民放ローカル局との協議の場も必要。それぞれの議論を共有して円滑に進めることのほ

か、地域ごとの状況を踏まえた議論にしていくためにも必要。（第３回：落合構成員） 

・ 県単位の個別分析が必要で、細やかなコンサルティング的アプローチをＮＨＫに支援いただき

たい。（第３回：クロサカ構成員） 

・ 中継局の共用については、議論を急ぐべき。競争法の観点を配慮しながら、一元化できるよう

な議論の場所を早急に設ける必要がある。地域や場所によっては複雑な個別事情があるとのこと

であり、詳細を把握しながらの対応が重要。少し矛盾するが、急いで丁寧に進めて行く必要。Ｎ

ＨＫや民放だけではなく総務省も一体になって検討する必要がある。（第４回：クロサカ構成員） 

 

・ 持続可能性のある二元体制の維持・強化に向け、放送ネットワークの最適化について、民放と

連携を深めて推進していきたい。個々の事業者の判断の尊重を前提に、適切な情報交換、勉強会

等の実施から開始していきたい。（第１回：ＮＨＫ） 

・ 地上波中継局（共同利用）については、経済合理性の確保と地域事情への配慮が大前提。（第１

回：一般社団法人日本民間放送連盟） 

・ 民放が受け入れやすいＮＨＫからの提案を待っている。当事者間の検討を見守りつつ、ニーズ

に合致した環境整備の後押しを。（第２回：一般社団法人日本民間放送連盟） 

・ 可視聴エリアの拡充は緊急災害時の放送のために重要と認識。また、共同利用の推進は財務上

メリットがあり、検討の価値はある。（第２回：東京メトロポリタンテレビジョン株式会社） 

・ 全局が 1 台の放送機から電波発射出来れば、設備の省電力化、経費削減に寄与すると考える。

ただ、各社の現状設備の更新時期と放送機統一化の時期を合わせるのが困難か。（第２回：株式会

社テレビ神奈川） 

・ 中継局の共同利用について、ローカル局の負担軽減につながるのであれば賛成。地域事情など

に配慮すべき。（第３回：株式会社テレビ大分） 

・ ハード会社への期待はあるが、ＮＨＫと民放の間で耐用年数や設備の仕様・コストの考え方が

異なるほか、新たに発生する「会社の運営コスト」をどのように回収するかという課題もある。

経済合理性は地域ごとに見極める必要がある。（第３回：株式会社南日本放送） 
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（２）衛星放送における番組制作 

 
 ＜現状＞  

  ・ ＮＨＫは、基幹放送普及計画（昭和 63 年郵政省告示第 660 号）において、ＢＳプ

レミアムについて外部制作事業者の企画・制作能力を放送番組に活用することが求

められており、外部制作比率の努力目標6が規定されている。 

  ・ ＮＨＫは、ＢＳ右旋の３波（ＢＳ１・ＢＳプレミアム・ＢＳ４Ｋ）の見直しとし

て、2023 年（令和５年）12 月に新ＢＳ２Ｋ（ＮＨＫ ＢＳ）と新ＢＳ４Ｋ（ＮＨＫ 

ＢＳプレミアム４Ｋ）に再編し、2024 年（令和６年）３月末をもってＢＳプレミア

ムを削減する予定7としている。 

 

＜課題＞  

  ・ ＮＨＫが公共放送として「豊かで、かつ、良い放送番組」を提供するためには、

放送番組の役割や特性を踏まえつつ、多様な企画や専門性を持つ外部制作事業者と

の連携を進めていくことが必要ではないか。 

・ 我が国コンテンツ産業の発展に資する観点から、ＮＨＫによる放送全体への貢献

という役割を踏まえ、コンテンツ産業の重要なプレイヤーである外部制作事業者と

の連携を進めていくことが必要ではないか。 

・ 多様性を生み出す観点から、番組制作会社のみならず、民放ローカル局やケーブル

テレビにもできることがあるのではないか。 

・ ＮＨＫの有する様々な優れたノウハウ等の普及につながるよう、外部制作事業者

との連携を促し、我が国の映像産業の底上げ、競争力の強化につながるようにしてい

くべきでないか。 

 

＜検討の方向性＞ 

  ・ 本年（令和５年）12 月からのＮＨＫ衛星放送の再編に伴い、現行の外部制作比率

の努力目標に代わり、実質的に現行以上となるよう、ＮＨＫ新ＢＳ２Ｋ・新ＢＳ４

Ｋそれぞれについて、「外部制作事業者に著作権が帰属する放送番組（外部制作事業

者及びＮＨＫの双方に帰属するものを含む。）」を対象とする新たな目標を設定する

こととし、総務省において関係者の意見を踏まえつつ検討の上、本年 12 月の衛星放

送の再編にあわせて基幹放送普及計画を改正すべき。また、ＮＨＫ及び総務省は、

新たな目標について外部制作事業者に周知すべき。 

 

                                                       
6 基幹放送普及計画に規定されている外部制作比率の努力目標は、以下の（１）及び（２）のとおり。 

（１）各年度の総放送時間のうち、①外部制作事業者（国内の事業者に限る。以下この注釈において同

じ。）に制作委託した放送番組及び②ＮＨＫと外部制作事業者とで共同制作した放送番組の放送時間

が占める割合が 16％以上。 

（２）各年度の総放送時間のうち、①企画競争によって制作委託した放送番組（ＮＨＫの子会社への委

託を含む。）及び②外部制作事業者が制作に参加した放送番組の放送時間が占める割合が 50％以上。 
7 ＮＨＫは、2024 年（令和６年）３月末のＢＳプレミアムの削減について、2023 年（令和５年）12 月よ

り、ＢＳプレミアムの画面上で周知を行う等、削減の円滑な実施に取り組むこととしている。 



6 

 

  ・ 放送コンテンツの二次利用促進に向け、放送コンテンツ製作取引における著作権

等の帰属等8の基本的な考え方を整理した「放送コンテンツの製作取引適正化に関す

るガイドライン」9の一層の普及・定着を図るべき。 

  ・ 外部制作事業者への発注方法を含め、「豊かで、かつ、良い放送番組」の制作につ

ながる質的な側面を考慮した目標や評価方法について検討すべき。 

  

                                                       
8 二次使用料の分配を含む。 
9 https://www.soumu.go.jp/main_content/000720416.pdf 
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【関連する構成員等の主な意見】 

 

・ ＮＨＫが様々な作り手との協働に役割を見いだしているのであれば、様々な制作事業者を活用

し、広く生活者に有意義な情報を提供する存在であってほしい。（第１回：仙北構成員） 

・ 情報空間の多様性や人材育成などの面でも外部制作会社の役割は大きく、外部制作比率の設定

は重要。（第２回：曽我部構成員）  

・ 衛星放送を支えてきた制作会社は有力なプレイヤーであり、ＮＨＫの衛星放送の魅力、維持発

展の解を、ＮＨＫが示していくことが重要。ＮＨＫをうまく使うことによって、日本の多様性が

より出てくるときの、その元になるものが実は制作会社だったり、ローカル放送局だったり、場

合によってはケーブルテレビだったりということに、今以上にすることができるのではないか。

（第２回：音教授） 

・ ＢＳの外部制作比率のように国の目標として定めるほかにも、中期経営計画やその他公表され

る資料で番組制作者に予見可能な形で計画を具体的に示せないか。（第３回：落合構成員）  

・ ＮＨＫが様々な番組制作会社と連携を深めていければ、コンテンツの質がより高まることが期

待されるため、広く生活者に有意義な情報を提供することにつながる。是非とも進めていただき

たい。「番組制作会社が著作権を持つ番組」を外部制作比率の新たな努力目標にしようとするＮ

ＨＫの提案は非常に良い。番組制作会社との対話を進め、公共放送としてより良い番組作りに取

り組んでいただきたい。（第４回：仙北構成員） 

・ 著作権の在り方については、ＮＨＫにも協力いただき、ＡＴＰ（一般社団法人全日本テレビ番

組製作社連盟）もさらに理解を深め、二次利用しやすくする検討をしていただきたい。（第４回：

クロサカ構成員）  

・ 量と質、特に質をちゃんと担保しながら量的目標を達成するような目標マップみたいなものを

考える必然性はないだろうか。（第４回：内山主査） 

・ 全映協（一般社団法人全国地域映像団体協議会）のアンケートでは、ＮＨＫが企画募集をして

いることがあまり知られていないことが分かった。周知に関しては、ＮＨＫが取り組む必要もあ

るし、民間側で広める必要もある。（第５回：落合構成員）  

・ 個々の事業者を生き残らせるためというロジックではなく、視聴者に対してより質の高い番組

を最終的に提供していくことを最終目標とするべき。 前回会合でも言ったが、現実的なフィー

ジビリティを考えていただくしかないと思う。数字の塩梅の決定については、総務省が基幹放送

普及計画の中で適性に調整するのがバランスとしてよい。（第５回：内山主査）  

 

・ 新ＢＳ２Ｋ（ＮＨＫ ＢＳ）・新ＢＳ４Ｋ（ＮＨＫ ＢＳプレミアム４Ｋ）に対し、波の特性や

役割に合わせてそれぞれ努力目標を設定。対象の取引は「番組制作会社が著作権を持つ番組（Ｎ

ＨＫと共同保有を含む）」とする。（第３回：ＮＨＫ） 

・ 前回会合で来年度からの衛星放送の外部制作比率について、新ＢＳ２Ｋ・新ＢＳ４Ｋのそれぞ

れの役割や特性を踏まえて、２波それぞれに努力目標を設定すること、対象取引は、番組制作会

社が単独もしくはＮＨＫと共同で著作権を持つ番組として、番組制作会社の権利確保に資するこ

とを示したが、この方針についてＡＴＰには御理解いただいたと受け止めた。（第４回：ＮＨＫ）  

・ ＡＴＰとしては、ＢＳの２チャンネルのそれぞれについて外部制作比率の目標が設定されるこ

と、また、これまでの指標の算定の考え方を変更し、「番組制作会社が著作権を持つ番組」を対象

とすることについて、ＡＴＰの意見を踏まえていただいたものとして高く評価し、歓迎します。

（第４回：一般社団法人全日本テレビ番組製作社連盟（ＡＴＰ）） 
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（３）放送コンテンツのインターネット配信の推進 
 
 ＜現状＞  

  ・ ＮＨＫは、2020 年（令和２年）４月より、地上放送の常時同時配信及び１週間の

見逃し配信サービスとして、「ＮＨＫプラス」を開始。また、ＮＨＫがインターネッ

ト活用業務を行うに当たり民放と協力して取り組んでいくことは重要との観点から、

ＮＨＫに対し、民放によるインターネット番組配信の円滑な実施に必要な協力をす

る努力義務10が課されている。 

・ 民放各社は、無料動画配信サービス「ＴＶｅｒ」をはじめ、無料・有料を問わず見

逃し配信等のサービスを提供している。 

 

＜課題＞ 

  ・ 国民・視聴者からすれば、ＮＨＫや民放の放送コンテンツをテレビでもインター

ネットでも見たいというのが当たり前の時代になっており、放送事業者の競争領域

は「放送」に閉じなくなっている。取材力や発信主体としての信頼性に裏打ちされ

た放送コンテンツに国民・視聴者が触れることのできる環境をインターネット上に

も早急に確立することが必要ではないか。 

・ その際、国民・視聴者の利便性を追求する観点から、「アクセス性」・「一覧性」の

確保を目指すべきであり、そのプラットフォームの在り方としては、既にいくつかの

プラットフォームが存在している現状を踏まえ、それぞれの特性を活かした検討を

行うべきではないか。 

  

＜検討の方向性＞ 

  ・ 国民・視聴者にとっての利便性確保の観点から、民放ローカル局の意見も丁寧に

聞きつつ、インターネット動画配信サービスによる動画の視聴データの適切な活用

にも意識して、既存プラットフォーム間での連携や仮想的なプラットフォームの構

築により、ＮＨＫと民放の地域情報を含めた放送コンテンツへの「アクセス性」及

びその「一覧性」が確保できる環境を整備すべき。 

・ インターネット接続テレビ上での「アクセス性」・「一覧性」確保の在り方につい

て、放送事業者、メーカー等による検討体制を年内に設置すべき。実証事業を本年度

から実施し、来年度を目途に、関係者の参照に資する技術仕様を策定すべく検討す

べき。その際、英国等における優先表示（プロミネンス）の動向等も参考にし、一覧

性を確保するために必要となるメタデータの適切な取扱い等に留意して検討すべき。 

・ 放送コンテンツの二次利用促進に向け、放送コンテンツ製作取引における著作権

等の権利の帰属等の基本的な考え方を整理した「放送コンテンツの製作取引適正化

に関するガイドライン」の一層の普及・定着を図るべき。  

                                                       
10 放送法第 20 条第 15 項において、「協会は、第二項第二号の業務を行うに当たつては、全国向けの放

送番組のほか、地方向けの放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供するよう努めるとともに、

他の放送事業者が実施する当該業務に相当する業務の円滑な実施に必要な協力をするよう努めなけれ

ばならない。」と規定されている。 
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【関連する構成員等の主な意見】 

・ 有料動画配信市場ではどんどん外資勢に押されている現状がある。直近では外資のシェアが半
分を超えた。視聴者のネット接触時間の増長と合わせて、国内だけにシェアを持つことの危険を
訴えたい。（第１回：内山主査） 

・ 一視聴者としては放送のコンテンツをテレビでもネットでも見たいというのが当たり前になっ
ている時代。一覧性を持ってインターネットでも民放もＮＨＫも見たいという視聴者がいっぱい
いると思う。（第２回：長田構成員） 

・ ＮＨＫプラスやＴＶｅｒにローカル局のコンテンツが乗り、それが探しやすくなるような一覧
性のあるプラットフォームになることができれば、これは視聴者にとっても選択肢が広がる点で
有益。（第２回：大谷構成員） 

・ ネット配信の実証事業を行ってみれば、どういう課題があるのか気づきもあると思う。（第２
回：長田構成員） 

・ ニュースも含めたＮＨＫと民放の一覧性のあるプラットフォームがあれば国民生活センターの
啓発コンテンツのようなものも視聴者に届けやすい。課題を整理し、スピード感をもって推進し
ていただきたい。（第２回：仙北構成員） 

・ 視聴者から見て一覧性のある入り口からＮＨＫプラスやＴＶｅｒにリンクしていくようなプラ
ットフォームが実現すれば、ＮＨＫが放送業界に貢献した十分な実績にもなるのではないか。（第
２回：大谷構成員） 

・ 各ローカル局のアンテナショップが一堂に集まったプラットフォームという考え方について、
そういうお客様を引き寄せるようなプラットフォームの在り方というのも考えていく価値があ
るという、よいヒントをいただけたと思う。（第３回：大谷構成員） 

・ ＮＨＫ・民放各社・ローカルなど色んなコンテンツが一覧性をもって見つけられるような形で
プラットフォームを実現してほしい。ＮＨＫの地方局を核として真剣に考えていただきたい。（第
３回：長田構成員） 

・ テレビということで議論していると、日本のテレビ産業の中のいろんなバランスとかに目が行
きがちだが、ネットメディアと戦うためにはどうしたらいいかを考えるべきであり、放送全体で
何かしらのプラットフォームをつくっていくことが重要。物理的なプラットフォームに統一する
ということではなく、複数のプラットフォームがあっても、それらが相互に連携したり、ひとつ
の窓の中に全部あることで、国民に一番リーチできるのではないか。あわてて物理的に統一する
ことに進まなくてもよい。仮想的・擬似的なプラットフォームをまずは目指すことが重要。（第３
回：三友構成員） 

・ 多様性に対応したプラットフォームのニーズがあると考える。文字放送なども含めた多言語対
応など、海外の方や年配の方など多様な方がシンプルな操作で誰もが良い情報に触れられる役割
を、放送事業者の共通プラットフォームで準備いただくことが公共的な役割として重要ではない
か。（第４回：坂本構成員） 

・ テレビのチャンネルを合わせるように、その場所に行って視聴者自身の希望に応じて、好きな
チャンネル・プラットフォームを選べるような場所、Netflix のプレゼンにもあった相互推奨が
あるとか、番組間の連携をたどってより興味の深掘りが出来るとかそういった緩やかなつながり
を持って、日本のテレビのコンテンツの魅力を見せていく取組を急ぎ進めて行く必要がある。（第
４回：松下構成員） 

・ 放送由来のコンテンツは非常に信頼できる。その理由はコンテンツ作成にお金を掛けて、チェ
ックも行っていることを踏まえ、これが放送で出ていくときに意味のある価値のあるもの、つま
りはトラストの観点で、ネット配信の議論を進めていくことが必要である。（第４回：クロサカ構
成員） 

・ インターネット配信において重要なのは閲覧履歴等のデータを、明確な規律の下で適正に利用
し、ユーザの便益の向上につなげることである。ＮＨＫと民放が連携した配信プラットフォーム
の拡充において、こうした配信データの取扱いや、放送における視聴データとの連携等の課題を
解決する検討が必要である。（第４回：クロサカ構成員） 

・ ＴＶｅｒが若い世代のユーザーも確保していることが分かり、テレビ離れが言われる中で心強
く感じた。無料の短尺動画ばかりではなく、国内のしっかりしたコンテンツを見てもらうことは
重要。（第５回：松下構成員） 

・ キーワードは「連携を密にする」、「コミュニケーションを取る」である。ＴＶｅｒの業績が伸
びているのは、ローカル局との密な連携やユーザーの声を聞いていることが要因であると思う。
（第５回：仙北構成員） 

・ ＮＨＫのプラットフォームにローカル局がコンテンツを出しても、地域の人に確実に届く仕組
みがあるのかということや経済的なメリットがあるのかということが示されておらず、エリア事
情も様々なので、多くのローカル局を交えた丁寧な議論が必要。（第３回：株式会社テレビ大分） 
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（４）衛星放送の放送ネットワークインフラの効率化 
 
 ＜現状＞ 

・ 衛星放送は、広域性・経済性・大容量性・高品質性という特徴を有するメディアで

ある。 

・ 制度上、ソフト（放送の業務）とハード（衛星）が分離しており、ハードについて

は、ＢＳ放送においては株式会社放送衛星システム（B-SAT）、ＣＳ放送においてはス

カパーJSAT 株式会社が提供している。 

・ 衛星放送は、高品質、高機能、多チャンネルのサービスを提供する放送メディアと

して、その開始以来、成長を続けてきたが、近年では、インターネット動画配信サー

ビスの台頭等を受け、市場規模、加入件数ともに横ばいないし減少傾向となっている
11。 

 

＜課題＞ 

  ・ 衛星放送についても、地上放送と同様、国民・視聴者が質の高い放送コンテンツ

を視聴できる持続可能な仕組み作りとして、放送ネットワークインフラの効率化が

必要ではないか。 

・ 国民・視聴者にとっての衛星放送の意義を改めて認識しつつ、質の確保とコストの

抑制の両立を図るため、共同衛星、管制の在り方等について専門的・実務的な検討の

場が必要ではないか。 

  

＜検討の方向性＞ 

  ・ 衛星放送の質の確保とコストの抑制の両立を図るため、共同衛星、管制の在り方

等について、株式会社放送衛星システム（B-SAT）、スカパーJSAT 株式会社等の関係

者からなる検討の場を早急に設置すべき。 

・ その検討の場においては、共同衛星の打上げを視野に、関係者の理解を得つつ、質

の確保とコスト抑制に資する課題の整理とその課題解決方策について検討し、可能

なものについて年度内を目途に中間報告を行うべき。 

 

  

                                                       
11 放送を巡る諸課題に関する検討会「衛星放送の未来像に関するワーキンググループ」報告書（2021 年

10 月 29 日）「第２章 衛星放送の現状・課題」「１．衛星放送をめぐる環境の変化」による。 
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【関連する構成員等の主な意見】 

・ 衛星は営利事業とはいえ、日本にとって衛星放送がどうあるべきかという方針がなければ判断

できない点もある。（第１回：クロサカ構成員） 

・ 衛星分野での共同衛星、管制など大きなコストの低下が期待できることについては、早期に検

討の場を設ける必要。（第１回：大谷構成員） 

・ 衛星打上げのコストや共同衛星の運用実績も踏まえ、将来形について早期の整理が必要。専門

的に議論できる場を総務省が整備することが重要。（第２回：落合構成員） 

・ 少し時間をかけて検討できるようなワーキンググループということもあり得る。（第２回：大

谷構成員） 

・ 衛星放送がなくなるリスクは排除しなければならない。安く安定したサービス提供を合わせて

考える必要があり、結論ありきではなくプロセスも当事者で話し合うことが重要。（第２回：音教

授） 
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（５）国際発信の強化 
 
 ＜現状＞  

  ・ ＮＨＫは、外国人向け・在外邦人向けにテレビ・ラジオ国際放送を実施している

（一部、インターネットでも配信している。）。外国人向けのテレビ国際放送は、「Ｎ

ＨＫワールドＪＡＰＡＮ」として、報道、文化、情報、ドキュメンタリー、科学等の

番組を放送している。 

  ・ 放送法の規定12に基づき、我が国の文化、産業等の事情を海外へ紹介し、我が国に

対する正しい認識を培うことにより、国際親善の増進及び外国との経済交流の発展

等を図るとともに、在外邦人に対して必要な情報を提供するための要請放送を実施

している。 

 

＜課題＞ 

・ 国際的にも放送からインターネットへのシフトは進んでおり、国際発信について

も、インターネットを含めた情報空間全体で考えていくことが必要ではないか。 

・ 我が国コンテンツ産業の発展のため、海外との競争を意識しつつ、可能な範囲でＮ

ＨＫと民放とが協調して前向きに取り組んでいくことが必要ではないか。 

  

＜検討の方向性＞ 

  ・ ＮＨＫ国際放送については、我が国国際発信のフラッグシップの役割を担うもの

として、外国人や在外邦人のアクセス方法の見直しや提供コンテンツの充実等を図

るべき。具体的には、①インターネット配信の強化、②コスト負担の軽減（インタ

ーネット配信の活用による伝送コストの軽減等）、③コンテンツ調達の在り方（番組

制作の競争性・透明性の確保、民放や株式会社日本国際放送（ＪＩＢ）等の外部リ

ソースの活用等）、④財源の在り方（要請放送交付金の使途、広告収入の可能性等）

を含め、それらの課題や課題解決方策について検討を行う場を早急に設置すべき。 

・ その際、ＮＨＫが国際放送で培ってきた放送コンテンツの制作やローカライズ等

のノウハウ・技術を放送業界全体で共有することについても検討すべき。 

・ 検討の結果は、可能なものについて年内を目途に中間報告を行うべき。 

 

 

  

                                                       
12 放送法第 65 条第１項において、「総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項（邦人の生命、身体

及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項

その他の国の重要事項に係るものに限る。）その他必要な事項を指定して国際放送又は協会国際衛星放

送を行うことを要請することができる。」と規定され、また、同法第 67 条第１項において、「第六十五条

第一項の要請に応じて協会が行う国際放送又は協会国際衛星放送に要する費用及び前条第一項の命令

を受けて協会が行う研究に要する費用は、国の負担とする。」と規定されている。 
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【関連する構成員等の主な意見】 

・ 本タスクフォースは、産業としてＮＨＫと民放の「協調」の側面を取り上げる場であり、国内

勢で日本のメディアシーンを盛り上げていきたいという趣旨。今後のインターネット空間・情報

空間での他産業や海外との競争を意識したものであり、その趣旨を理解の上、前向きな議論をお

願いしたい。（第１回：内山主査） 

・ ＮＨＫが国際的にもテレビからネットにシフトしていく中で、外国人に見ていただくという観

点でインターネット配信を強化していく必要性が高まっている。（第３回：落合構成員） 

・ ＮＨＫの国際放送については国からの要請に基づく交付金が入っており、最終的には受信料と

一体で使用されているため、交付金がどういう形で使われているのか分からない部分がある。Ｎ

ＨＫ自体のガバナンス・透明性の向上のほか、様々なプラットフォームとしてのＮＨＫの活用を

考えていくに当たっては、どの財源がどのように使われているかについて、ＮＨＫの説明責任を

問うていくことが大事。（第３回：落合構成員） 

・ ＮＨＫの国際放送は日本のフラッグシップとして役割を果たしている。国内で徴収した受信料

で支弁することについてより理解を得ていくためにも、オールジャパンで国際に出て行くことは

重要であり、そうすれば民放のコンテンツものせることの意味も出てくる。費用を支弁するひと

つの方法として、海外向けについては広告収入を検討してもよいのではないか。（第３回：三友構

成員） 

・ 編成によってあらかじめ調達方法が絞られてしまっているという側面があり、番組制作事業者

の選定プロセスにおいて透明性や競争性を高める必要がある。（第３回：クロサカ構成員） 

・ ＮＨＫの国際放送については、これまでネット配信の強化、広告収入の可能性、番組制作の競

争性の確保、国からの要請放送交付金を含めた財源の透明性等、様々な議論が展開されてきたが、

いずれも重要な意見であったと感じている。本タスクフォースでは、国際放送の視聴環境の拡大

や、放送コンテンツの拡充の観点での課題解決に向けて一定の方向性をつけているところである

が、更なる課題についても引き続き検討し具体化することが重要。（第４回：クロサカ構成員） 

・ 国際発信について、広告収入の可能性について検討いただきたい。その際、二元体制の維持を

考えた時に、コンテンツを制作する際にＮＨＫの行動原理が民放と同じになると二元体制の維持

ができなくなる。ＮＨＫの行動原理を変えないような形での、広告料を原資とした民放への協力

活動、民放への分配などを慎重に設計することは重要。（第４回：落合構成員） 

・ 今後海外で生活している現地の方々にどのようにリーチしていくのかということについて、Ｎ

ＨＫの様々な知見、必要なライツクリアランスや二次利用などについて、放送事業者や制作会社

等に提供いただけないか検討していただきたい。（第５回：クロサカ構成員） 

 

・ ＪＩＢ（株式会社日本国際放送）の海外展開のためにどのような部分で協業できるか、日本の

コンテンツが海外に出て行くために取り組めることがあるか、模索したい。本タスクフォースの

議論の中でＮＨＫが持つノウハウを認識したところ。膨大なコンテンツに字幕を付けたり、ロー

カライズする上で効率がいい体制ができているのでないかと思う。民放局の立場としては聞きづ

らいこともあるかもしれないため、ＢＥＡＪの立場として、今後ヒアリングを進めて参考にでき

る部分、共有できる部分の有無など聞いていきたい。（第５回：一般社団法人放送コンテンツ海外

展開促進機構（ＢＥＡＪ）） 

・ 本日の発表を聞いて、ＢＥＡＪと協力していく余地があると感じた。連絡を密に取りたい。（第

５回：株式会社日本国際放送（ＪＩＢ）） 
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３．今後の進め方 

 

本タスクフォースは、2023 年（令和５年）６月 19 日の第１回会合以降、約２ヶ月間で計

６回の会合を重ね、公共放送ＮＨＫが放送全体のプラットフォームとして果たすべき役割

について、国民・視聴者の目線で短期集中的に議論を重ねてきた。 

 

本タスクフォースの役割は、各検討項目について現時点で何らかの結論を導くことでは

なく、今後、具体的な検討を進めていくための「道標」として、課題とその検討の方向性

を示すことにある。それゆえに、今後は、本取りまとめにおいて示した「道標」に基づき、

新たな検討の場において具体的な検討を進めていくことが何より重要となる。 

 

インターネットを含め情報空間が放送以外にも広がる中、放送が今後もその社会的役割

に対する国民・視聴者の期待に応えていくためには、インターネットメディアにおける海

外勢との競争環境の現状も踏まえつつ、ＮＨＫ、民放等の関係者が協調できるところは協

調を模索していく必要がある。 

 

関係者の協調を進めるに当たっては、将来的な展望を見据えた上で、これまでは必ずし

も関係が密でなかった場合も含めて「関係者」の範囲を捉え直し、その新たな「関係者」

間においてコミュニケーションを取り、互いの課題を共有することから始めることが肝要

である。 

 

また、放送業界は、多様性と多元性の追求を基本テーゼのひとつとして持つ産業領域で

あることにも鑑み、個々の経営主体の意思や判断は尊重されるべきものであり、これを尊

重しつつ、健全な情報空間の確保という社会的役割に対する期待に積極的かつ持続的に応

えていくことが求められる。 

 

本タスクフォースとしては、ＮＨＫ、民放をはじめとする「関係者」が、こうした基本

的認識の下、一丸となって精力的に検討を進めていくことを期待しており、本取りまとめ

がその一助となれば幸いである。 
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デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会 

「放送業界に係るプラットフォームの在り方に関するタスクフォース」開催要綱 

１ 背景・目的 

 本タスクフォースは、デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会（以

下「検討会」という。）及びその下で開催される各ワーキンググループにおいて、デジ

タル時代においてＮＨＫが担うべき役割について議論が進められる中、ＮＨＫによる

「日本の放送業界への貢献」という観点も踏まえ、「放送業界に係るプラットフォー

ム」としての役割について、具体的な検討を行うことを目的とする。なお、既に検討

会及びワーキンググループの検討項目となっているものも含め、本タスクフォースで

一括して集中的に議論を行うものとする。

２ 名称 

本タスクフォースは「放送業界に係るプラットフォームの在り方に関するタスク

フォース」と称する。

３ 検討項目 

（１）地上波放送の中継局

（２）衛星放送の番組制作

（３）インターネット配信

（４）衛星放送

（５）国際発信

（６）その他

４ 構成及び運営 

（１）本タスクフォースの主査は、検討会座⻑が指名する。本タスクフォースの構成
員は、主査が指名する。

（２）主査は、本タスクフォースを招集し、主宰する。

（３）主査は、必要があると認めるときは、主査代理を指名することができる。

（４）主査代理は主査を補佐し、主査不在のときは主査に代わって本タスクフォース

を招集する。 

（５）主査は、必要に応じ、必要と認める者を構成員又はオブザーバとして追加する

ことができる。 

（６）主査は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことがで

きる。 

（７）その他、本タスクフォースの運営に必要な事項は、主査が定めるところによる。 

５ 議事の取扱い 

（１）本タスクフォースの会議は、原則として公開とする。ただし、公開することに

より当事者又は第三者の権利及び利益並びに公共の利益を害するおそれがある

場合その他主査が必要と認める場合については、非公開とする。 

（２）本タスクフォースの会議で使用した資料及び議事要旨については、原則として
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公開する。ただし、公開することにより当事者又は第三者の権利及び利益並びに

公共の利益を害するおそれがある場合その他主査が必要と認める場合について

は、非公開とする。 

 

６ その他 

本タスクフォースの庶務は、情報流通行政局放送政策課が行い、必要に応じて関

係課と連携して行うものとする。 
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（別紙） 

「放送業界に係るプラットフォームの在り方に関するタスクフォース」 
構成員名簿 

（敬称略・五十音順） 

＜構成員＞

（主査） 内
うち

山
やま

 隆
たかし

青山学院大学総合文化政策学部 教授 

大谷
おおたに

和子
かずこ

 株式会社日本総合研究所 執行役員法務部長 

落合
おちあい

孝
たか

文
ふみ

 
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業  

プロトタイプ政策研究所所長・シニアパートナー弁護士 

クロサカ タツヤ 株式会社企 代表取締役 

坂本
さかもと

有
ゆ

芳
か

鳴門教育大学学校教育研究科 教授 

仙北
せんぼく

 由美
ゆ み

 独立行政法人国民生活センター 広報部地方支援課長 

曽我部
そ が べ

 真
まさ

裕
ひろ

 京都大学大学院法学研究科 教授 

長田
ながた

 三
み

紀
き

情報通信消費者ネットワーク 

松下
まつした

東子
もとこ

株式会社野村総合研究所 プリンシパル 

三友
みとも

 仁
ひと

志
し

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科 教授 

＜オブザーバ＞ 

日本放送協会 

一般社団法人日本民間放送連盟 
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参考２ 開催状況 
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「放送業界に係るプラットフォームの在り方に関するタスクフォース」 

開催状況 

 

 

○第１回（令和５年６月19日（月）15:00～） 

(1) 開催要綱の確認等 

(2) 放送業界に係るプラットフォームの在り方に関するタスクフォース 

について 

(3) 現状と課題 

(4) 大臣挨拶 

(5) 日本放送協会説明 

(6) 意見交換 

 

○第２回（令和５年６月29日（木）13:00～） 

(1) ヒアリング① 

 ・一般社団法人日本民間放送連盟 

・東京メトロポリタンテレビジョン株式会社 

・株式会社テレビ神奈川 

 (2) 音教授プレゼンテーション 

 (3) ヒアリング② 

・Netflix 合同会社 

(4) 質疑応答・意見交換 

 

○第３回（令和５年７月11日（火）10:00～） 

(1) ヒアリング① 

 ・株式会社テレビ大分 

 ・株式会社南日本放送  

 (2) ヒアリング② 

・日本放送協会 

 (3) これまでの議論の整理 

(4) 意見交換 

 

○第４回（令和５年７月25日（火）10:00～） 

(1) ヒアリング 

 ・一般社団法人全日本テレビ番組製作社連盟 

(2) 論点整理 

(3) 意見交換 
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○第５回（令和５年８月４日（金）10:00～） 

(1) ヒアリング 

 ・一般社団法人全国地域映像団体協議会 

 ・株式会社 TVer 

 ・株式会社日本国際放送 

 ・一般社団法人放送コンテンツ海外展開促進機構 

(2) 論点整理 

(3) 意見交換 

 

○第６回（令和５年８月25日（金）13:00～） 

(1) 取りまとめ案 

(2) 意見交換 
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参考３ タスクフォースにおける各検討項目 

に係る参考資料 
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タスクフォースにおける各検討項⽬に係る参考資料

０. 背景
１. 地上放送の放送ネットワークインフラの効率化
２. 衛星放送における番組制作
３. 放送コンテンツのインターネット配信の推進
４. 衛星放送の放送ネットワークインフラの効率化
５. 国際発信の強化

0．背景

1
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放送を巡る社会環境の変化

40

50

60

70

80

90

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

総世帯（テレビ）

29歳以下（テレビ）

総世帯（スマートフォン）

92.9%

80.9%

88.6%

98.8%

94.4%
（％）

（出典）内閣府「消費動向調査」

若者を中心としたテレビ離れ若者を中心としたテレビ離れ

■世帯主別普及率 「カラーテレビ」 対 「スマートフォン」

■日本の広告市場 「テレビ」 対 「インターネット」

スマートフォンは
堅調な伸び

テレビは若年層
中心に逓減傾向

インターネット（緑）
（2021年 約２兆7千億円）

地上テレビ（橙）
（2021年 約1兆7千億円）

■1日15分以上テレビを見る率 （「行為者率」：平日平均）

（出典）ＮＨＫ放送文化研究所「国民生活時間調査」

54%

49%

79%

40

50

60

70

80

90

100

2005 2010 2015 2020 2025

10代男性

20代男性

国民全体

世代交代等で
テレビ離れが
加速する可能性

（％）

■主なメディアの平均利用時間（全年代・平日）

テレビ（ﾘｱﾙﾀｲﾑ）視聴（赤）： 146.0分
インターネット利用（青） ： 176.8分

（出典）総務省「令和３年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」 （出典）電通「2021年日本の広告費」

インターネット利用の進展インターネット利用の進展

「ネット」が
「地上テレビ」を
追い抜いた

「ネット利用」が「テレビ（ﾘｱﾙﾀｲﾑ）
視聴」を初めて超過

2

① 放送ネットワークインフラ
○⼩規模中継局等の「共同利⽤型モデル」

⇒ 柔軟な参⼊制度、NHKによるコスト負担等
○⼩規模中継局等のブロードバンド等による代替

⇒ 実証事業
○マスター設備の効率化（IP化、クラウド化等）

⇒ 安全・信頼性の要求条件

② 放送コンテンツのインターネット配信
○インターネット空間への放送コンテンツの価値の浸透
○放送同時配信等サービスの後押し

⇒ 継続検討
○NHKのインターネット活⽤業務の⾒直し

⇒ NHKによる社会実証も踏まえ、継続検討

③ 経営基盤の強化
○安定的な経営環境の実現 マスメディア集中排除原則の⾒直し
○コンテンツ制作への注⼒ 複数地域での放送番組の同⼀化

2030年頃の「放送の将来像」
設備コストの負担軽減
ブロードバンド基盤やデジタル技術を積極的に活⽤ 放送の価値のインターネット空間への浸透

柔軟な制度⾒直しにより、経営の選択肢を拡⼤

放送を取り巻く⼤きな環境変化
• ブロードバンドの普及、動画配信サービスの伸⻑
• 「テレビ離れ」、情報空間の放送以外への拡⼤
• ⼈⼝減少の加速

デジタル時代における放送の意義・役割
• 災害情報や地域情報等の「社会の基本情報」の共有
• 取材や編集に裏打ちされた信頼性の⾼い情報発信
• 情報空間におけるインフォメーション・ヘルスの確保

⇒

「デジタル時代における放送制度の在り⽅に関する検討会」取りまとめ（令和４年８⽉５⽇公表）の概要
（座⻑︓ 三友仁志・早稲⽥⼤学⼤学院アジア太平洋研究科教授）

法律改正事項

3
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○ 現⾏放送法では、放送対象地域ごとに放送番組が
異なるものとされており、現在の地上テレビ局は、
同⼀化は認められていない。

○ 将来的に更なる固定的費⽤の抑制が求められるな
か、個々の地上テレビ局単独での対応には限界。

○ 今後の経営形態の合理化に資するよう、放送番組
の同⼀化が必要。

放送法及び電波法の⼀部を改正する法律（令和５年法律第４０号） （令和５年６⽉２⽇公布）の概要

○ 放送対象地域⾃体は変更せず、希望する地上テレビ
局が、総務⼤⾂の認定を受けることにより、複数の放
送対象地域において放送番組を同⼀化できる制度を創
設する。（例えば、同系列の隣県で同⼀化）

○ 認定の要件として、同⼀化が可能な放送対象地域の
数の上限や、地域情報発信を確保するための仕組みを
講じることを求める。

○ 現状、全ての地上テレビ局が、ソフト（放送番組の
制作・送出）とともに、ハード（親局・中継局）を⾃ら
構築し、保有・運⽤・維持管理。

○ 中継局の更新を控え、費⽤対効果の低い中継局の
全てを個社で保有し続けることは限界。

○ 将来的な経営形態の合理化も⾒据え、現在の地上テ
レビ局が、中継局の保有・運⽤・維持管理を担うハー
ド事業者（共同利⽤会社）の利⽤を可能とする。（NHK
と⺠放の連携も想定）

○ ＮＨＫが、⾃らの設備だけでなく、⼦会社である
ハード会社の設備を⽤いることを可能とする。

○ 現状では、マスター設備（番組送出設備）や中継局
などの放送設備の多くを、地上テレビ局が⾃ら設置。

○ 今後、クラウド化など外部利⽤が進んでいくこと
が予想される。（特にマスター設備などの更新は⼤きな負
担）

○ 外部利⽤の際の監督規定の新設を⾏う。
○ 具体的には、外部利⽤を含む業務管理体制の適合維
持義務を課し、その履⾏を担保する制度とする。

現状と課題 改正の概要

３. 放送番組の同一化について

１. 中継局の共同利用について

２. 放送設備の外部利用への対応について

※ 公布の⽇から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める⽇から施⾏予定。（⼀部の規定（準備⾏為）は公布⽇施⾏）

4

我が国のコンテンツ市場規模

出典：「メディア・ソフトの制作及び流通の実態に関する調査（令和５年度６月）」（総務省情報通信政策研究所）

5

○ 2021年（令和３年）における我が国のコンテンツ産業の市場規模12兆4,719億円のうち、地上テレビ番組の
規模は２兆6,951億円（21.6％）、衛星・CATV番組の規模は8,556億円（6.9%）となっている。
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１．地上放送の放送ネットワークインフラの効率化

6

放送ネットワークインフラに係るこれまでの経緯

令和５年１⽉ NHK経営計画（2021~2023年度）の修正
→ ⺠間放送事業者との放送ネットワークの効率的運⽤、改正放送法の協⼒努⼒義
務等として、総額600億円を⽀出

令和４年８⽉ デジタル時代における放送の将来像と制度の在り⽅に関する取りまとめ
→ 「複数の地上基幹放送事業者の放送ネットワークインフラをまとめて保有・運⽤・維

持管理する「共同利⽤型モデル」が経営の選択肢となり得る」と提⾔

令和４年６⽉ 放送法改正
→ NHKによる⺠放への協⼒の努⼒義務について規定を追加

令和５年６⽉ 放送法等の改正
→ 中継局の共同利⽤を可能とするための規定を整備

7
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基幹放送の受信に係る事業者の責務（いわゆる「あまねく受信」）

○放送法（昭和25年法律第132号）

（義務）
第⼆⼗条 （略）
２〜４ （略）
５ 協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなけれ
ばならない。

６〜19 （略）

（基幹放送の受信に係る事業者の責務）
第九⼗⼆条 特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者（電波法の規定により衛星基幹放送の業務に⽤いられる基

幹放送局の免許を受けた者を除く。）は、その基幹放送局を⽤いて⾏われる基幹放送に係る放送対象地域において、当該基幹放
送があまねく受信できるように努めるものとする。

 ＮＨＫは、中波放送と超短波放送のいずれか及びテレビジョン放送が、全国において受信できるように措置するこ
とが義務付けられている。

 地上系基幹放送事業者は、その放送対象地域内で、放送があまねく受信できるように努めることとされている。

【送信対策】中継局の整備 【受信対策】辺地共聴施設の整備

受信点設備等

線路アンプ調整

受信点設備等

線路アンプ調整

※⾃治体や地域住⺠による共聴組合等が設置する場合がある。

8

地上テレビジョン放送の送信にかかる経費（NHK）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

親局 ⼤規模局
重要局 ⼩規模局 ミニサテ局 NHK共聴

世帯カバー率

年間維持経費

80% 14%
3%

1%

80億円 40億円 60億円 10億円 40億円

\180 \550 
\3,600 \2,300 

\24,000 

\0

\10,000

\20,000

親局 ⼤規模重要局 ⼩規模局 ミニサテ NHK共聴

世帯当たりの年間経費⽐較
110億円/年

今後、世帯数の減少が進むと
⼈⼝減少地域のサービス維持が課題となる

1%

NHK受信料 地上契約⽉額1,225円（年14,700円）※⼝座・クレジット２か⽉払

今後10年間に想定される
設備の更新・維持に係る
年間あたりの経費

【出典】 「デジタル時代における放送制度の在り⽅に関する検討会」第２回会合（令和３年12⽉６⽇） 資料２－４（⽇本放送協会提出資料） スライド48

9
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⺠放の地デジ送信維持費

【出典】 「デジタル時代における放送制度の在り⽅に関する検討会」第８回会合（令和４年４⽉15⽇） 参考資料３（⼀般社団法⼈⽇本⺠間放送連盟提出資料） スライド２

10

⽇本放送協会経営計画（2021〜2023年度）

【出典】 【修正部分】⽇本放送協会経営計画（2021〜2023年度）※2023年1⽉修正

11
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デジタル時代における放送の将来像と制度の在り⽅に関する取りまとめ（抜粋）
第３章 放送ネットワークインフラの将来像
１．「共同利⽤型モデル」の検討
（１）総論
③今後の⽅向性

放送ネットワークインフラに係るコスト負担を軽減し、コンテンツ制
作に注⼒できる環境を整備していく観点から、例えば、株式会社放
送衛星システム（基幹放送局提供事業者）のような、複数の地
上基幹放送事業者の放送ネットワークインフラをまとめて保有・運
⽤・維持管理する「共同利⽤型モデル」が経営の選択肢となり得る。

（中略）
この「共同利⽤型モデル」が具体的な選択肢となるよう、総務省

も適切に関与しつつ、ＮＨＫ及び⺠間放送事業者をはじめとした
関係者間で具体的な検討・協議を進めていくべきである。

（中略）
また、「共同利⽤型モデル」の留意点としては、放送設備の安

全・信頼性の引き続きの確保、放送ネットワークインフラの保有・運
⽤・維持管理を⾏う事業者の収益性の確保等が考えられ、これら
の留意点についても「共同利⽤型モデル」の実現に当たっては併せ
て検討が必要である。

（２）地上基幹放送局
②今後の⽅向性

地上テレビジョン放送を⾏う地上基幹放送局について、諸外国の
制度及び設備運⽤の事例も参考に、更なる効率化を図る観点から、
中継局の保有・運⽤・維持管理を担うハード事業者（基幹放送局
提供事業者）の設⽴も経営の選択肢となり得る。その際、ＮＨＫ
及び⺠間放送事業者ともに現在よりもコスト削減が図られることを前
提とすべきである。

ハード事業者を設⽴する時期については、2026年〜2028年頃
（令和８年〜令和10年頃）に想定されるミニサテライト局の更新
開始を⾒据え、更新することとなったミニサテライト局の保有（資産計
上）が可能となるタイミングが考えられ、設⽴形態としては、ＮＨＫ及
び⺠間放送事業者による共同出資等が考えられる。

（中略）
また、ハード事業者の対象エリア（全国単位、地域ブロック単位、

各放送対象地域単位）は、ハード事業者の持続可能性、競争性、
ガバナンス体制の確保等の観点を考慮して検討すべきと考えられる。
なお、地域によっては地⽅公共団体等が保有する中継局も存在して
いるところ、これらについても地⽅公共団体等と調整の上でハード事業
者の対象設備となり得ると考えられる。

加えて、ハード事業者のステイクホルダーは多岐に渡ることが想定さ
れるため、透明性の確保やデジタル技術の導⼊等において、事業運
営のためのガバナンスが適切に確保されるべきである。

ハード事業者の設⽴と並⾏して、⺠間放送事業者よりもＮＨＫの
中継局が⾼コストであるとの調査結果も出ていることから、検証・シミュ
レーションを⾏ってその要因を分析し、合理的な仕様とすべきである。

なお、設⽴されたハード事業者においても、安全・信頼性に関する
技術基準の遵守や災害発⽣時のオペレーションの確保は引き続き適
切に⾏っていくべきである。

12

全国地上デジタル放送推進協議会について
（１）⽬的

地上放送のデジタル化を円滑に推進するため、⼀般放送事業者、⽇本放送協会、総務省及び各地域の地上デジタル放送推
進協議会（以下「地域協議会」という。）の間で検討を⾏うことを⽬的とする。

（２）主な検討事項
① アナログ周波数変更対策の円滑な実施に関する事項
② デジタル放送の送受信の技術に関する事項
③ デジタル放送の普及推進に関する事項

（３）基本構成

構成員︓各地域協議会代表（３２地域）、⼀般放送事業者代表（２名）、 ⽇本放送協会（２名）、総務省（２名）
総 会

全国協議会の会議運営についての連絡、調整を⾏うため、総会の下に置く会議。
構成員︓会⻑、副会⻑２名、総務省２名、運営委員１１名

運営委員会

総合推進部会 技術部会 対策部会

※平成27年6⽉に解散
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２．衛星放送における番組制作

14

BSプレミアムにおける外部制作に係る要件
概要
 2006年の「通信・放送の在り⽅に関する懇談会」において、以下が提⾔された。

① ⽇本のソフトパワーの強化を実現するため、放送事業者は、番組の外部調達や取引の在り⽅を⾒直
し、外部調達の増⼤に努めることが期待される。

② 特に、公共放送であるＮＨＫは、番組制作の⼀定割合以上をＮＨＫの⼦会社以外の外部から調
達すべきである。

 これを受け、基幹放送普及計画において、BSプレミアムについては、外部の事業者の企画・制作能⼒を
放送番組に活⽤することが求められている。

基幹放送普及計画（告⽰）抜粋
イ 衛星基幹放送
Ｃ A(A)の放送については、その周波数(右旋円偏波の電波に係るものに限る。)の1の範囲内において、次の(A)及び(B)に

掲げる各1系統の放送を⾏うこと。
(Ａ) 衛星基幹放送の広域性、経済性、⼤容量性及び⾼品質性を⽣かした情報の提供を⾏う総合放送 ←BS１
(Ｂ) 外部の事業者の企画・制作能⼒を放送番組に活⽤し、過去の優れた⽂化の保存並びに新たな⽂化の育成及

び普及を促進することを⽬的とする総合放送 ←BSプレミアム
Ｄ （略）
Ｅ C(B)の放送については、次の(A)及び(B)に掲げる事項に取り組むものとする。

(Ａ) 各年度の総放送時間のうち、協会が外部制作事業者(国内において放送番組の制作の事業を⾏う者(協会の
⼦会社及び関連会社を除く。)をいう。以下同じ。)に制作を委託した放送番組(協会の⼦会社及び関連会社を介し
て制作を委託したものを含む。)及び協会と外部制作事業者が共同で制作した放送番組の放送時間が占める割合
が百分の⼗六以上となるよう努めること。

(Ｂ) 各年度の総放送時間のうち、協会が企画競争等に付して他に制作を委託した放送番組及びそれ以外の外部
制作事業者が制作に参加した放送番組の放送時間が占める割合が百分の五⼗以上となるよう努めること。

15
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ＮＨＫ衛星波の１波削減について

 ＮＨＫは、昨年10⽉、中期経営計画（2021-2023年度）の変更案において、衛星波のうち、右旋の３波（BS1・BSプレ
ミアム・BS4K）の⾒直しを⾏い、2024年3⽉末に、ＢＳプレミアムを削減することを公表。

 2024年度以降、BSプレミアムの番組の⼀部を他のチャンネルに移すなど編成上の⼯夫に努め、「ＮＨＫ ＢＳ」と「ＮＨＫ
ＢＳプレミアム４Ｋ」が、２Ｋと４Ｋそれぞれの特性を⽣かしたコンテンツを柔軟に編成していく番組再編を⾏うとしている。

ＢＳ１

ＢＳプレミアム

ＢＳ４Ｋ

番
組
改
定

２０２３年度中

12/1

ＮＨＫ ＢＳ

画⾯上の周知等

3⽉末

停波

NHK ＢＳプレミアム４Ｋ

２０２４年度

NHK ＢＳ８Ｋ

16

今後のNHKにおける衛星波の削減⽅針

［NHK中期経営計画（2021-2023年度）抜粋］（2021年１⽉公表）

放送波の整理・削減にあたっては、現在提供しているコンテンツに対するニーズを踏まえ、視聴者のみなさまの利便性を
損なわないことに留意しながら進めます。
衛星波は２Kのうち１波を削減、将来的に右旋は１波化を視野に検討
○ 衛星波のうち、右旋の３波（BS1・BSP・BS4K）の⾒直しを⾏い、2023年度中に２Kのうち１波を削減します。

削減にあたっては、番組の⼀部を他の放送波に移すなど編成上の⼯夫に努めます。さらに、将来的には４Kの普及
状況を⾒極めて、１波への整理・削減も視野に⼊れて検討を進めます。

○ BS８Kについては、効率的な番組制作や設備投資の抑制を徹底し、東京オリンピック・パラリンピック後に、あり⽅に
関する検討を進めます。

［変更後のNHK中期経営計画（2021-2023年度）抜粋］（2023年１⽉変更）

 2024年３⽉末に衛星波は２Kのうち１波を削減します。

衛星波を「新BS４K（仮称）」と「新BS２K（仮称）」の２波とし、２K・４Kそれぞれの特性を⽣かしたコンテンツを
柔軟に編成し、地上波では味わえない新たな価値を創造します。
 新BS４K（仮称）は、世界に通⽤する多彩なコンテンツ／⾼精細クオリティを提供します。
 新BS２K（仮称）は、衛星放送の魅⼒を凝縮し、ライブ感を重視した機動的な編成を⾏います。

17
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BSプレミアムの外部制作⽐率

平成
23年度

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

令和
元年度

令和
2年度

令和
3年度

（⽬標①）外部制作
事業者への委託等に
より制作した番組の
割合

19.9% 15.5% 15.7% 16.3% 17.3% 17.5% 20.3% 18.8% 21.8% 20.3% 19.9%

（⽬標②）企画競争
等を通じ制作委託し
たり外部制作事業者
が制作参加したりし
た番組

35.0% 35.6% 36.3% 37.7% 40.0% 41.7% 42.2% 43.7% 44.9% 44.5% 46.8%

（出典）各年度の⽇本放送協会業務報告書
ＢＳプレミアムの外部制作⽐率の推移

⽬標②︓５０％以上⽬標①︓１６％以上

外部制作事業者の活⽤に関する努⼒⽬標の設定

各年度の総放送時間のうち、以下に該当する放
送番組の放送時間

• ＮＨＫが外部制作事業者（国内の番組制
作事業者（ＮＨＫ⼦会社及び関連会社を
除く。））に制作を委託した放送番組

• ＮＨＫが⼦会社及び関連会社を介して外部
制作事業者に制作を委託した放送番組

• ＮＨＫと外部制作事業者が共同で制作した
放送番組

各年度の総放送時間のうち、以下に該当する放送
番組の放送時間

• ＮＨＫが企画競争等に付して他に制作を委託
した放送番組（競争の結果、ＮＨＫ⼦会社及
び関連会社が落札等した場合を含む。）

• 外部制作事業者が制作に参加した放送番組
• ⽬標①の放送番組

⽬標値に算⼊されない番組（例）

• ＮＨＫの内部制作番組
• ＮＨＫ⼦会社等に制作を委託した番組

（企画競争による場合を除く）
• ＮＨＫと⼦会社等が共同で制作した番

組（企画競争による場合を除く）
• 海外からの購⼊番組
• 国際共同制作番組

18

３．放送コンテンツのインターネット配信の推進
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NHKが実施している主なインターネット配信サービスの概要
 ＮＨＫは、2008年12⽉から、⾒逃し・オンデマンド配信サービス「ＮＨＫオンデマンド」を開始。
 2020年4⽉からは、常時同時配信・１週間の⾒逃し配信サービス「ＮＨＫプラス」を開始。

ＮＨＫプラスＮＨＫプラス

・地上波（総合・教育）の放送番組の同時配信及び⾒逃し番組配信
（原則１週間）サービス。
※同時配信については、原則すべて。
（総合テレビは24時間、Eテレは19時間）

・無料だが、受信契約を確認できない者には、同時配信の画⾯上に受信
契約確認メッセージを表⽰し、⾒逃し番組配信は利⽤不可。

・登録完了者数は約３７３万件（2023年３⽉末時点）
・訪問ユーザ数（UB数※）は週平均約１５２万。

※⼀定期間内にサイトを訪問した重複のないユーザー数。

2022年度予算 27.5億円（3号有料業務含む）
2023年度予算 31.8億円（3号有料業務含む）

・衛星放送の⼀部番組も含む放送番組を、2〜3週間程度
⼜は期間を定めずに提供するオンデマンド配信サービス。

・有料（⽉額990円か1本あたり110円〜330円）

（ＮＨＫプラス リーフレットより作成）

ＮＨＫオンデマンド

らじる★らじる

・ラジオ放送（第１、第２、ＦＭ）
の同時配信、聴き逃し配信
（2011年９⽉から）

ＮＨＫニュース・防災アプリ
・災害情報等のニュースを同時配信（2016年から）
・理解増進情報の配信

ＮＨＫワールドＪＡＰＡＮ
・外国⼈向け国際放送（テレビ・ラジオ）
の同時配信、オンデマンド配信

2022年度予算 190.1億円（国内︓159.3億円、国際︓30.8億円）
2023年度予算 197.5億円（国内︓167.0億円、国際︓30.4億円）

・会員登録者数は約325万⼈
（2023年３⽉末時点）
・10,000本以上の番組を提供。

インターネット活⽤業務（2号受信料財源業務）インターネット活⽤業務（2号受信料財源業務）

インターネット活⽤業務（2号有料業務）インターネット活⽤業務（2号有料業務）

20

ＮＨＫの業務

• インターネット活⽤業務の種類・内容・実施⽅法
• インターネット活⽤業務の実施に要する費⽤に関する事項
• 料⾦その他の提供条件に関する事項 等

⽬的外業務
（放送法第20条第３項） ■施設・設備の提供・賃貸 ■番組制作の受託等

NHKのインターネット活⽤業務の制度的位置付け

必須業務
（放送法第20条第１項） ■国内放送 ■国際放送 ■放送に関する研究開発等

任意業務
（放送法第20条第２項）

■インターネット活⽤業務

■放送番組等の外国放送事業者への提供 ■附帯業務（番組の周知広報、テキスト出版、受信相談等）

認可要件
• ＮＨＫの⽬的達成に資すること
• 過⼤な費⽤を要するものでないこと
• 受信料制度の趣旨に照らして不適切ではないこと 等

 NHKプラス、NHKオンデマンドなどのインターネット活⽤業務は、NHKの「任意業務」として実施。
 実施に当たっては、NHKが定める実施基準を総務⼤⾂が認可する仕組みとしており、「必須業務」である放送を補完

するものとして、「⽬的達成に資すること」「過⼤な費⽤を要するものでないこと」「受信料制度の趣旨に照らして不適切
でないこと」などを要件としている。

インターネット活⽤業務実施基準 （総務⼤⾂認可）

ＮＨＫプラス ＮＨＫオンデマンド NHKワールドJAPAN
ネットサービス

NHKワールドプレミアム
ネットサービス

国内地上波番組の
• 放送同時配信
• ⾒逃し配信

（第2号）

国内地上波・衛星波
番組の
• オンデマンド配信

（第2号）

外国⼈向け国際放送
番組の
• 放送同時配信
• オンデマンド配信

（第2号）

• 邦⼈向け国際放送番組の⼀部の
放送同時配信・オンデマンド配信

（第2号）
• ⽇本語テレビ番組（邦⼈向け国

際放送番組含む）を外国動画
配信事業者への提供を予定

（第3号）
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インターネット活⽤業務に関する⺠間放送事業者への協⼒努⼒義務

放送法
（業務）
第20条
15 協会は、第⼆項第⼆号の業務を⾏うに当たつては、全国向けの放送番組のほか、地⽅向けの放送番組を電気通信回線を通じて⼀般の利⽤に供する

よう努めるとともに、他の放送事業者が実施する当該業務に相当する業務の円滑な実施に必要な協⼒をするよう努めなければならない。

 我が国の放送は、ＮＨＫと⺠間放送の⼆元体制の下で発展してきたところであり、NHKがインターネット活⽤
業務を⾏うに当たっても、⺠間放送事業者と協⼒して取り組んでいくことは重要との観点から、令和元年の放
送法改正（令和２年（2020年）１⽉１⽇施⾏）により、NHKに対し、⺠間放送事業者によるインターネット番組配
信の円滑な実施に必要な協⼒をする努⼒義務が課された。

 NHKには、こうした努⼒義務を⼗分に踏まえ、⺠間放送事業者の求めに応じ、その取組の具体化を図ることが
期待されている。

NHKにおける取組実績
① 「Tver」を通じた番組提供（2019年8⽉〜）
② 「radiko」を通じた番組提供（2017年10⽉〜）
③ JOCDN株式会社への出資（2020年2⽉に0.9億円を出資）
④ NHKプラス等の実施により得られた知⾒の⺠間放送事業者との共有

（参考）NHKに期待される取組
• 共通配信基盤の構築・利⽤
• 共通ポータルサイトやアプリ等の構築・提供、
• 権利処理や視聴関連情報の適正な利活⽤等に係る様々な関係者間の調整

（出典）令和元年「放送法の⼀部を改正する法律」 ⽴案担当者解説（総務省学術雑誌『情報通信政策研究』 第3巻第1号）p22
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⺠間放送事業者によるインターネット配信の取組（在京キー局）

無料
及び
有料

有料

無料

⽇本テレビ テレビ朝⽇ TBS テレビ東京 フジテレビ

TVer
5700万アプリDL （2023年1⽉）

Hulu
利⽤者数未公開

TELASA
利⽤者数未公開

Paravi
1000万アプリDL（2021年４⽉）

※2023年6⽉末で終了し、U-NEXTに統合

FOD
2300万アプリDL 
（2021年12⽉）

テレ東BIZ
有料会員数10万⼈
（2021年８⽉）

⽇テレ無料!(TADA)
アプリDL数未公開

テレ朝動画
アプリDL数未公開

TBS FREE
アプリDL数未公開

同時配信 ⾒逃し配信 VOD配信 ライブ配信

2023年3⽉時点(予定含む)で、
BS・独⽴局を含め、

全国122局の配信実績あり

ネットもテレ東
500万アプリDL

（2021年12⽉）
⾒逃し配信 VOD配信
ライブ配信⾒逃し配信 VOD配信

VOD配信 ライブ配信

⾒逃し配信 VOD配信
ライブ配信

⾒逃し配信 VOD配信 ⾒逃し配信 VOD配信 ライブ配信

⾒逃し配信 VOD配信

⾒逃し配信 VOD配信
ライブ配信

⾒逃し配信 VOD配信
ライブ配信

出典：各社の決算資料、各サービスサイト等を参考に総務省が作成

○ ⺠放各社は、⺠放公式テレビポータル「TVer」をはじめ、無料、有料を問わず、各社が⾒逃し配信等のサービス提
供を⾏っている状況。

○ 2021年10⽉から、TVerにおいて⽇本テレビが毎⽇19時から23時頃までの放送番組の同時配信を開始し、2022
年４⽉から、同サービス、同時間帯において、テレビ朝⽇、TBS、テレビ東京、フジテレビによる同時配信も開始。
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⺠間放送事業者によるインターネット配信の取組（在京キー局以外の例）

○ ローカル局各社においても、⺠放公式テレビ配信サービス「TVer」 に番組提供を⾏っているほか、⾃社ウェブサイト・
アプリ等で同時配信・⾒逃し配信等を⾏っている。

カンテレドーガ
（関⻄テレビ）

○ ⾒逃し配信、VOD配信を無料
で提供しているほか、広告無しで
視聴可能な有料プランにも対応

hod
（北海道テレビ）

○ ⾒逃し配信のほか、「⽔曜どうで
しょう」などHTB制作のバラエティなど、
幅広いジャンルのVOD配信を無料
（会員登録要）⼜は有料で提供

IRAW by RCC 
（中国放送）

○ 広島のニュース・天気・暮らし・グル
メ情報を集約

○ 番組連動機能を有する⾒逃し
配信や、放送されない広島のスポーツ
等のライブ配信のほか、緊急ニュース
の通知や災害時の情報を提供

南海放送アプリ
（南海放送）

○ 番組宣伝等の動画を掲載してい
るほか、将来的には⾃社制作番組の
同時配信も視野

○ アプリ内から公式YouTubeチャン
ネル等にも簡単にアクセス可能

ミヤテレMoTTo
（宮城テレビ）

○ ⾒逃し配信やダイジェスト、学⽣
との共同制作や震災復興に焦点を
当てたオリジナルコンテンツ等を無料
で配信

エムキャス
（東京MX、群⾺テレビ）

○ 同時配信、⾒逃し配信、VOD
配信に対応

○ ⼀部対応番組では⽣投票や
プレゼント応募など視聴している番組
と連動したコンテンツ視聴が可能

○ 2022年３⽉時点で315万アプリ
DLを記録

Locipo
（東海テレビ、中京テレビ、
CBCテレビ、テレビ愛知）

○ 同 時 配 信 、 ⾒ 逃 し 配 信 、
VOD配信に対応しており、災害
時には緊急ライブ配信が可能

どこでもアサデス。
（九州朝⽇放送）

○ 「アサデス。KBC」の同時配信に対
応しているほか、天気予報、ニュース、
ポイントサービス等のサービスをあわせて
提供

出典： 各サービスサイト等を参考に総務省が作成

24

地域における映像コンテンツ制作

⺠放各局における番組⾃主制作⽐率（2021年度）

出典︓「⽇本⺠間放送年鑑」各年度版等をもとに事務局作成
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70.0%
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キー局 準キー局 中京広域局 北海道 東北 信越 関東 東海 北陸 近畿 中国 四国 九州 沖縄

各放送事業者の事業規模［売上⾼（平均）］（2021年度）

キー局
2,186億円

ローカル局
55億円

中京広域局
268億円

準キー局
569億円

ローカル局の主な⾃主制作番組
報道・情報番組、地⽅議会中継、地元開催のスポーツ中継 等

2021年度
11.4%

2020年度
11.2%

2019年度
11.0%

2018年度
10.8%

2017年度
10.7%

ローカル局の
番組⾃主制作⽐率（平均）

10.0%

ローカル局

○ ローカル局が⾃主制作するコンテンツは報道・情報番組等が主であり、番組⾃主制作⽐率はおおむね10%
程度。
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○ 在京キー局の同時配信等に対する関東以外からの視聴ニーズが相当程度存在している⼀⽅、地元ローカル局
の同時配信等に対する視聴ニーズも（それと同等以上に）存在している。

在京キー局とローカル局がどちらもエリア制限を掛けずに全国で常時同
時配信を実施した場合の利⽤意向（関東以外の在住者のみ回答）

なぜ（同時配信で）地元ローカル局の放送を視聴したいと
思われるのでしょうか。（いくつでも）（n＝1084）

出典：⺠放onlineローカル局の同時配信へのニーズはキー局以上にある可能性も〜同時／⾒逃し視聴サービスの利⽤意向に関する調査結果④
（https://minpo.online/article/post-70.html）

視聴者へのローカル局への期待 26

４．衛星放送の放送ネットワークインフラの効率化
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衛星放送のメディアとしての特性

一つの送信点から一波で全国をカバーす
ることにより経済的、効率的に全国放送を

実現することが可能であり、離島等に
おける難視聴解消にも適していること。

広帯域の伝送路を設定し、数多くの高画
質番組を同時に提供することが可能であり、
かつ、視聴者の数がどれほど増えても、

それによって品質の劣化が生じないこと。

広域性
経済性

大容量性
高品質性

（注）ＮＨＫの受信契約に占める衛星契約の比率（令和４年３月末現在）

28

衛星放送の現況について

衛星放送

衛星基幹放送 衛星一般放送

ＢＳ放送

ＢＳ：Broadcasting Satellite

東経110度ＣＳ放送

ＣＳ：Communication Satellite
東経124/128度ＣＳ放送

【ハード事業者】

㈱放送衛星システム（Ｂ－ＳＡＴ）

【ソフト事業者】

衛星基幹放送事業者：23者

【ハード事業者】

スカパーＪＳＡＴ㈱

【ソフト事業者】

衛星基幹放送事業者：20者

【ハード事業者】

スカパーＪＳＡＴ㈱

【ソフト事業者】

衛星一般放送事業者：２者

＜番組数＞

（右旋）４Ｋ：６番組 ＨＤ：29番組

（左旋）８Ｋ：１番組 ４Ｋ：３番組

＜番組数＞

（右旋）ＨＤ：42番組 ＳＤ：12番組

（左旋）４Ｋ：８番組

＜番組数＞

４Ｋ：1番組 ＨＤ：136番組 等

＜普及状況＞

ＮＨＫ-ＢＳ契約件数：2269.8万件

ＷＯＷＯＷ加入者数 ： 254.9万件

＜普及状況＞

スカパー！サービス

加入者数：211.3万件

＜普及状況＞

スカパー！プレミアムサービス

加入者数：69.2万件

（注１）衛星一般放送には、東経124/128度ＣＳ放送のほかに東経144度ＣＳ放送及び東経154度ＣＳ放送もあり。

（注２）ＢＳ放送及び東経110度ＣＳ放送のソフト事業者には兼営２者を含む。

（注３）番組数は令和５年６月１日時点。

（注４）普及状況の加入者数は令和５年５月末時点。ＮＨＫ-ＢＳの契約件数は令和５年４月末時点。

29

参考-23



衛星放送に⽤いられている主な⼈⼯衛星

● （H12～）ＢＳデジタル放送
● （H14～）東経１１０度ＣＳデジタル放送 東経１２４／１２８度

東経１１０度

●（H8～）東経１２４／１２８度ＣＳデジタル放送

衛星名 軌道位置 国際周波数割当上の位置づけ 放送種別 運用開始 管理会社

① BSAT-3a 東経110度 放送衛星業務 衛星基幹放送 平成19年10月 ㈱放送衛星システム

② BSAT-3b 東経110度 放送衛星業務 衛星基幹放送 平成23年７月 ㈱放送衛星システム

③ BSAT-3c
/JCSAT-110R

東経110度
放送衛星業務

固定衛星業務（宇宙から地球）
衛星基幹放送 平成23年９月

㈱放送衛星システム
スカパーJSAT㈱

④ JCSAT-110A 東経110度 固定衛星業務（宇宙から地球） 衛星基幹放送 平成29年４月 スカパーJSAT㈱

⑤ BSAT-4a 東経110度 放送衛星業務 衛星基幹放送 平成30年12月 ㈱放送衛星システム

⑥ BSAT-4b 東経110度 放送衛星業務 衛星基幹放送 令和２年９月 ㈱放送衛星システム

⑦ JCSAT-4B 東経124度 固定衛星業務（宇宙から地球） 衛星一般放送 平成24年８月 スカパーJSAT㈱

⑧ JCSAT-3A 東経128度 固定衛星業務（宇宙から地球） 衛星一般放送 平成19年３月 スカパーJSAT㈱

運用中の主な衛星

⑥

②

⑤

⑦ ⑧

衛星基幹放送

衛星一般放送

③
④

①

（令和５年４⽉１⽇現在）

放送衛星システム（Ｂ-ＳＡＴ）︓ ５機
スカパーＪＳＡＴ ︓ ４機
（うち１機は共同衛星（BSAT-3C/JCSAT-110R））

30

衛星基幹放送における衛星放送事業者の免許・認定

基幹放送局提供事業者

（放送局の管理・運用主体）

電波法に基づく

『 免 許 』

（免許期間５年、再免許あり）

・番組規律（公序良俗等）

・有料放送の約款の届出等

・衛星基幹放送事業者への役務提供義務

・役務の料金その他の提供条件の届出

【ハード】 【ソフト】

衛星基幹放送事業者

（放送番組の編集主体）

放送法に基づく

『 認 定 』

（認定期間５年、認定更新あり）

放送番組の
送信の委託

【免許要件】

・経理的基礎、技術的能力

・技術基準適合性

・外国性の排除 等

【認定要件】

・経理的基礎、技術的能力

・マスメディア集中排除原則への適合

・外国性の排除 等

《ＢＳ放送》 株式会社放送衛星システム（Ｂ-ＳＡＴ）

《ＣＳ放送》 スカパーＪＳＡＴ株式会社

《ＢＳ放送》 ２３者

《ＣＳ放送》 ２０者（東経110度ＣＳ放送）

31
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⺠間衛星放送事業者の収⽀状況（推移） 32

出典：第16回会合（令和５年３月13日） スカパーJSAT株式会社提出資料

衛星の統合、衛星管制の効率化（スカパーJSAT説明資料） 33
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５．国際発信の強化

34

① 放送時間 １日約２３．７時間 （うち、要請放送は１２時間）

② 使用言語 英語

③ 放送区域 ほぼ全世界をカバー

④ 送信施設 外国衛星３２基

テレビ国際放送の現状

直径２．５～６メートルのアンテナで受信可能
（主に事業者向け）

主として小さなアンテナで受信可能
（主に一般家庭向け）概要

配信形態

（令和５年３月末時点）

35
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出資している⺠間企業 持株⽐率

⺠間
放送

⽇本テレビ放送網 2.56%

東京放送ホールディングス 2.56%

フジ・メディア・ホールディングス 2.56%

テレビ朝⽇ホールディングス 2.56%

制作
会社 共同テレビジョン 2.56%

ＩＴ
企業

⽇本マイクロソフト 2.56%

ＮＴＴコミュニケーションズ 2.56%

商社

伊藤忠商事 5.12%

丸紅 5.12%

住友商事 2.56%

⾦融
⼤和証券グループ本社 2.56%

みずほ銀⾏ 2.56%

NHK
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

NHKエンタープライズ 5.12%

NHKグローバルメディアサービス 7.69%

（計１億９千万円）

㈱⽇本国際放送（Japan International Broadcasting Inc.）の概要
（令和４年３⽉現在）

設⽴年⽉⽇

資本⾦

事業内容

体制

平成20年4⽉4⽇

３億9千万円
NHK2.0億円（持株⽐率51.28%）
⺠間1.9億円（持株⽐率48.72%）

• テレビ国際放送向け番組の企画・制作
• 衛星放送を使⽤したテレビ国際放送
• インターネットを活⽤した海外向けテレビ国際放送の送信
• 配信ルートの整備 (NHK WORLD/jibtv、NHK WORLD 

PREMIUM)
• その他 テレビ国際放送に付随する業務

代表取締役社⻑ 髙尾 潤
従業員数 ９１名（令和４年３⽉現在）
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＜番組表（イメージ）＞

・ ＮＨＫワールドJAPANでは、１時間のうち前半は「NHK NEWSLINE」、後半は音楽、旅行、ライフスタイルなどを含む文化・情報や
ドキュメンタリー、科学等の番組を放送。６時間をひとつの単位として番組編成を行い、１日４回繰り返して放送。

・ 「NHK NEWSLINE」を「要請放送」としてカウントして、放送時間を算出している。

８ 30

NHK NEWSLINE

CYCLE AROUND JAPAN

９ 30

NHK NEWSLINE

Journeys in Japan

10 30

NHK NEWSLINE

Dining with the Chef

11
NHK NEWSLINE

The Signs

12 30

NHK NEWSLINE

Medical Frontiers

13 30

NHK NEWSLINE

DEEPER LOOK from NY

・NHK NEWSLINE
毎日生放送されている

ニュース番組。番組名を
「NEWSLINE」から変更し、
リポートや解説を充実。
※内容は毎正時更新

＜主な番組＞

・ CYCLE AROUND 
JAPAN

自転車ならではのス
ピードと目線で各地を駆
け抜け、新しい日本の姿
を紹介する番組。

30

NHKワールドJAPAN（テレビ）の番組構成

・Medical Frontiers
世界をリードする日本の

医療・サービスと日常の
中で簡単にできる健康法
を発信する情報番組。

＜討論番組＞

・DEEPER LOOK from NY
社会、経済、国際関係、文

化等の関心の深いテーマにつ
いて、世界各地のキーパーソ
ンに深く鋭く対論で切り込んで
いく。

・NEWSROOM TOKYO
日本とアジアの1日の 動

きを、現場からの中継やリ
ポートを中心に、専門家や
取材記者の解説を交え、深
く分かりやすく伝える大型
ニュース番組。

・GLOBAL AGENDA
世界のオピニオンリーダーによる

討論を通じて、国際政治・経済から
環境問題など、幅広いテーマで日
本と世界が直面する課題の解決に
向けた提言を行う大型討論番組。
月１回程度放送。

＜大型ニュース番組＞

・The Signs
コロナ禍で日々生み出さ

れるニューノーマルの兆し
を描き出す番組。

※番組情報は、2023年3⽉現在
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要請放送
 放送法の規定に基づき、ＮＨＫに国際放送を⾏うことを要請することにより、我が国の⽂化、産業等の事情を海

外へ紹介し、我が国に対する正しい認識を培うことによって、国際親善の増進及び外国との経済交流の発展等を図
るとともに、在外邦⼈に対して必要な情報を提供するために実施している。

国際戦略調査

１．制度の概要
• 総務⼤⾂は、NHKに対し、放送区域、放送事項その他必要な事項を指定して国際放送を⾏うことを要請することができる

（放送法第65条）。
• 放送法第67条の規定に基づき、要請放送実施に要する費⽤は、国として予算計上。

※令和４年度予算は、テレビ：約26.3億円、ラジオ：約9.6億円。合計約35.9億円。
２．要請内容
• 邦⼈の⽣命、⾝体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の⽂化、伝統及び社会経済に係る重

要事項、その他国の重要事項について、外国⼈向けのテレビ国際放送（英語等）、邦⼈向け及び外国⼈向けラジオ国際
放送（⽇本語・中国語・朝鮮語）の実施を要請。

【出典】ＮＨＫ 2022年度 第４四半期業務報告

• NHKは、年２回、「国際戦略調査」を実施し、世界
各地の⼈々に、四半期ごとのリーチとともに、「ＮＨ
Ｋの国際放送を通して、⽇本への理解を促進できて
いるか」について調査している。

• 令和４年度に実施した調査では、NHKの国際放
送に接触した「リーチ者」は、接触していない「⾮リーチ
者」よりも⽇本に対する理解度が統計的に⾼く、⾼
⽔準を維持していることから、国際放送が理解促進
に貢献していることが確認された。
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国際放送のインターネット配信

テ
レ
ビ

■ 在外邦⼈に向けて⽇本語で放送するとともに、外国放送事業者に番組提供
■ NHKのニュース・情報番組等の放送に加え、⼦供向け番組、スポーツ、⽂化・芸能な

どさまざまな番組を提供

在
外
邦
⼈
向
け

■ ⽇本やアジア、世界の最新情報など多彩な番組を１⽇24時間世界に向けて
英語で放送

（※衛星やケーブルテレビを通じて約160か国・地域、約4.2億世帯で24時間視聴可能）

外
国
⼈
向
け

 国際的な受信環境の変化に伴う「リーチ率」のトレンドに対応して、国際放送コンテンツのインターネット配信も推進。

ネ
ッ
ト
配
信

■ 全世界に向けて、17⾔語でラジオ国際放送を実施
ラ
ジ
オ

■ ⽇本語で⽇本の情報や海外安全情報を放送（NHKワールド・ラジオ⽇本）

テ
レ
ビ

ラ
ジ
オ

ネ
ッ
ト
配
信

NHKワールドJAPAN

NHKワールド・プレミアム

■NHKワールドJAPAN公式アプリ
NHKワールドJAPANが多⾔語で発信しているニュース・番組が視聴可能
■NHK WORLDｰJAPAN HP
国際放送（テレビ・ラジオ）の同時配信・オンデマンド配信等
■外国のネット動画配信事業者を通じた配信

■NHK WORLDｰJAPAN HP
「海外向け⽇本語サービス」として、国際放送（テレビ・ラジオ）の同時配
信・オンデマンド配信等
■⽇本語テレビ番組（在外邦⼈向け放送番組を含む）の外国ネット
動画配信事業者を通じた配信を予定

【出典】2023-2024 NHKワールドJAPANパンフレット

【インターネット配信の事例】
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NHK WORLD-JAPAN’s
Programs on Sustainability
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Zero Waste
Town
Kamikatsu

Ethical Every Day
29min. × 5episodes

How can we reduce our burden on the global 
environment? We'll share some simple, practical 
ideas about little things each of us can do right 
now to help create a healthier society.
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Is This Our Catalog?

This is our Catalog!
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2021
Netflixx Virtuall Productionn Openn House
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AAppendix
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放送業界に係るプラットフォームの在り方に関する
タスクフォース

２０２３年７月１１日
TOSテレビ大分
代表取締役社長 池邉強

ご説明資料

資料３-１

TOSテレビ大分について

・開局 昭和４５年

・クロスネット局（全国的にも珍しい）

・売上高 約４６．４億円（２０２２年度）
→営業赤字・経常黒字

・大分県 人口 約１１０万人

【社是】
放送活動を通じて郷土の発展に貢献する

【社の方針】
・地域に寄り添い地域のために全力を

【TOSの商品】
・媒体価値＝地域からの信頼

TOSテレビ大分

1
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TOSテレビ大分について

TOSテレビ大分

2

■自社制作比率 10.6%

【主な自社制作番組】
・ゆ～わくワイド＆News（月～金）16：50～19：00

・サタデーパレット（土）10：25～11：40

・O！ITAめじろおし（土）11：40～11：45

・vang2vasagey！（日）9：55～10：00

・TOSニュース（月～金）7：55～8：00

・トスクリップ（火）22：54～23：00

・FNN TOS Live News days11：30～

・中島知子のおんせんさんぽ（土）20：54～21：00

・宇宙人ニュース（日）20：54～21：00

■デジタル中継局

６８局

ローカル局とはー

キー局

大阪局
愛知
北海道
福岡

赤字のローカル局も増加

※地上波テレビ・ラテ兼営社
全１２７社（民放連加盟）

放送局の規模は様々
→８割以上は小規模のローカル局

3

ローカル

放送局の売上規模（2021年度）

・５局
・約2,185億円

（平均）

・５局
・約479億円

（平均）

・１５局
・約159億円

（平均）

・１０２局
・約４６億円

（平均）
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TOSの考えるローカル局の使命ー

コンテンツの制作・発信を通じて地方を豊かにする

事件・事故 自然災害 選挙 文化・芸術 スポーツ 生活情報 ETC…

生活者にとって有益な情報を電波を使って、広く発信することで
地域住民の生活を支える

地域への関心、愛着、故郷への誇りを育む
4

ローカル局の役割ー

NHKとの違い＝収入源となる「CM」の有無

地域にとってはCMも重要なコンテンツ

→生活者が地域に関心を持ってアクションを起こす

→「テレビ」が地域経済の活性化に寄与

ＴＯＳインフォマーシャル

●●

5
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人口減少、過疎高齢化…→コミュニティの維持が困難に TOSの取り組み

大分で唯一の夕方ベルト番組

ゆ～わくワイド＆ニュース（10年目）

・地域特派員が自らマイクを持ち地元の話題を紹介

・地元高校生がアナウンサーとして参加

地域、産官学連携

・地元自治体、経済界との意見交換（防災減災への取り組み）

・大学や高校での講演・授業

・おおいた地域連携プラットフォーム

・地元紙と連携した学生スポーツ応援「オーエス」

従来の役割に加え、地域のハブ機能やプロデュースする役割の必要性

地方は課題山積

月曜日～金曜日 夕方４：５０～７：００

6

ローカルも配信に注力

コンテンツ

ローカルニュースや自社制作番組のコーナーや特集を
動画・記事として各プラットフォームに配信

地上波用ニュースは基本的に全て配信。二次利用だけ
でなく配信用コンテンツなども展開

（収入）PVやレベニューシェア

→売上高に占める割合は１％未満

※リーチ（エリア限定の生活情報はうずもれる）＆単価

TOSの配信配信＝テレビを見ない人にも大分の情報を提供

7

配信の課題

コスト（人的、配信環境整備、ランニング）

放送と異なる権利処理（BGM,CG,取材対象の了承）

ユーザー対応（デジタルタトゥーなどへの配慮）

TOSの配信先一部
→計１０以上のPF
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ローカル局への期待

ゆ～わくワイド＆ニュース

月曜日～金曜日 夕方４：５０～７：００

１７時台はTOSのみ自社制作枠

民放各局は１８時台にローカルニュース枠

☆昨年度のローカルニュース枠 平均個人視聴率

・TOS…７．２％ ・A局…７．０％ ・B局…４．１％

→民放３局合計で１８．３％

・C局…５．１％

非常時には特に重要な情報源に

２０２２年９月 過去最強級 台風１４号

当日のニュース時間帯の平均視聴率 １３．３％（TOS）
→民放３局で２５．８％

A局 B局 C局

17：35 18：00 19：00

8

☆災害発生時は指定地方公共機関としての役割を果たす使命がある
→総力をあげて放送

本タスクフォースに関するTOSの見解

検討項目 中継局の共同利用

・ローカル局の負担軽減につながるのであれば賛成

→ 地域事情などへの配慮を

・限られた期間での議論であり、現時点で採算性や事業性
など具体的内容が示されていない
・唐突感や違和感

→ 現時点ではお答えの仕様がありません

検討項目 NHKのプラットフォームへの配信

ローカル局のコンテンツは地域の人が知りたいこと・伝えるべきことに人員と予算を割いている
→NHKのプラットフォームにローカル局がコンテンツを出した場合の採算性や事業性は？

（例えば…）

・ローカル局のコンテンツが地域の人に確実に届く仕組みがあるのか

・配信したローカル局に一定水準の経済的なメリットがあるのか

→具体的な全体像が示されていない

エリア事情も様々 多くのローカル局を交えた丁寧な議論が必要

9
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最後にー

全国どこのローカル放送局も、良質なコンテンツを通して地域に貢献し、地方を豊かに
したいと考え、コンテンツを守るために自助努力を続けています。

人口減少・過疎高齢化をはじめ地方を取り巻く課題が山積しているからこそ、そうし
た取り組みを是非、応援していただければ幸いです。

今後の議論においては、５年後、１０年後の地方創生につながるのか、地方からの視点
を常に忘れないで頂きたいと私は強く思っています。

ご清聴ありがとうございました

10
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NHK の衛星放送における外部制作事業者の活⽤と外部制作⽐率について 
 
 

⼀般社団法⼈全⽇本テレビ番組製作社連盟（ATP） 
 
 
 NHK の衛星放送における外部制作事業者の活⽤と外部制作⽐率については、本年４⽉ 24
⽇に開催された「放送コンテンツの制作・流通の促進に関する WG」第 5 回会合において、
ATP として意⾒を述べる機会をいただきました。 
 その中でも申し上げた通り、2023 年度末の BS 減波により、NHK からの外部制作委託の
減、番組制作費への影響が既に確認されているところであり、⽇本の多様で⾼品質のコンテ
ンツを維持するためにも、適正な外部制作⽐率は必須のものと考えております。 
 また、現⾏の⽬標値については、⼀部に番組製作会社が著作権を持たない契約の割合を含
んでいることから、番組製作会社が著作権を持つ番組の割合を拡⼤していただきたいとも申
し上げました。毎年会員社を対象に⾏っている経営情報アンケートでは、NHK 番組の著作
権保有率が 2021 年に激減しており、ATP として⼤きな危惧を持って受け⽌めています
（25.0%（2018 年）→25.4%（2019 年）→24.7%（2020 年）→18.0%（2021 年））。 
 NHK は、これらの点について、前回の「放送業界に係るプラットフォームの在り⽅に関
するタスクフォース」第 3 回会合において、新 BS2 波の外部制作の基本的考え⽅を、「新
BS2K（NHK BS）・新 BS4K（NHK BS プレミアム 4K）に対し、波の特性や役割に合わせて
それぞれ努⼒⽬標を設定」「対象の取引は「番組制作会社が著作権を持つ番組（NHK と共同
保有を含む）」とする」と説明されておられます。 
 ATP としては、BS の２チャンネルのそれぞれについて外部制作⽐率の⽬標が設定される
こと、また、これまでの指標の算定の考え⽅を変更し、「番組制作会社が著作権を持つ番組」
を対象とすることについて、ATP の意⾒を踏まえていただいたものとして⾼く評価し、歓
迎します。 
 他⽅で、以下の項⽬については、改めて意⾒を述べたいと思います。 
 
１．「新 BS２波 努⼒⽬標の対象取引」について 
 ・NHK における番組制作取引について透明性をもって取り組んでいただくため、対象取

引については、その類型ごとの内訳の実績値（類型ごとの放送時間の割合等）について
も毎年公開していただくことを希望します。 

 ・外部制作⽐率の算出にあたっては、引き続き、「総放送時間に占める対象番組の放送時
間の割合」とする⽅向であると思われますが、その場合は、分⼦となる対象番組から「再

資料４－１ 
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放送の番組」の時間数は対象外とすべきと考えます。対象番組の再放送によって、外部
制作⽐率が増加しても、新たな番組の制作機会を増やすことには繋がらないからです。 

 ・具体的な⽐率については、2009 年〜2011 年の NHK 経営計画で記載された数値を踏ま
えて、新 BS2 波 40%以上としていただくことを希望します。 

 
  
２．新 BS２波の編成について 
 ・BS プレミアムの減波により、⺠放では少ない教養・教育・ドキュメンタリージャンル

の番組減が懸念されます。放送⽂化の維持向上と視聴者の皆様にあまねくご覧いただき
たいという思いから、特に新 BS２K（NHK BS）においても、こうしたジャンルの番組
が引き続き制作されることを希望します。 

 
３．次期の経営計画に向けて検討いただきたい要望事項 
 ・2009 年〜2011 年の NHK 経営計画においては、外部制作⽐率（外部⼀部契約を含む）

を衛星２波で 40％程度、地上波２波を含むテレビ 4 波で 25％程度まで⾼めるという⽬
標が⽰されましたが、この考え⽅を次期の経営計画でも製作会社が著作権を持つ番組だ
けを対象にした下限値として、継承・堅持していただくことを要望します。 

 
４．付則要望 

・ATP としては著作権が製作会社にある外部制作委託（共同保有含む）にかかる総制作費
の開⽰も求めております。時間案分の外部発注⽐率の向上が重要なことではありますが、
それだけがクリアされても総制作費が削減されては、品質が落ち、製作会社としての経
営にも影響を及ぼすため総制作費の開⽰を要望いたします。 

 

参考-107



参考-108



参考-109



参考-110



1

参考-111



2

3

参考-112



4

5

参考-113



6

参考-114



参考-115



参考-116



参考-117



参考-118



Ā ĀȀ !

参考-119



参考-120



参考-121



参考-122



参考-123



参考-124



参考-125



参考-126



参考-127



参考-128



参考-129



参考-130



参考-131



参考-132



Speeding to Glory: The Shinkansen

UIC

Web of Life
The MIDORI Prize for Biodiversity

OUR BLUE PLANET
Uncovering Clues for a Sustainable World

The Next 100 Years
Cultivating New Potential

The Road to TICAD7
Africa and Japan: Partners in Development

2008 4 JIB 9

2013

参考-133



JIB YouTube

CATV

参考-134



1参考-135



2

3参考-136



4

5参考-137



6

7参考-138



8

9参考-139



10

11参考-140



12

13参考-141



14

•
•

•

•

•
•

• 15参考-142



放送業界に係るプラットフォームの在り⽅に関するタスクフォース取りまとめの概要
○ 国民・視聴者の視聴スタイルの急速な変化を明確に意識して、デジタル時代においても放送コンテンツが国民・視聴者に確実
に届くために、放送全体で速やかに対応していく必要。

○ 特にＮＨＫは、公共放送として、「豊かで、かつ、良い放送番組」 を提供することに加え、放送全体のプラットフォームとして、放
送番組の流通を支え、二元体制を基本とする我が国放送業界全体の発展に貢献していくことが求められている。

○ 本タスクフォースでは、国民・視聴者の視点に立ち、ＮＨＫと民放双方の放送コンテンツが効率的かつ効果的に届けられるよう
にするための「あるべき姿」の実現に向けた課題とその検討の方向性を提示。

◆ 国民・視聴者が質の高い放送コンテンツを視聴で
きる持続可能な仕組み作りが必要

✓ 中継局の共同利用の早期実現に向け、ＮＨＫ、民
放キー局、民放ローカル局等の関係者からなる全
国レベル及び地域レベルでの協議の場を年内目途
に設置

✓ 協議の場では、地域事情を踏まえるとともに、全国
に地域放送局を有するＮＨＫは、中心的役割を果
たすべき

◆ 地上放送と同様、国民・視聴者が質の高い放送
コンテンツを視聴できる持続可能な仕組み作りが
必要

✓ 共同衛星、管制の在り方等について、株式会社
放送衛星システム（B-SAT）、スカパーJSAT株式
会社等の関係者からなる検討の場を早急に設置

✓ 共同衛星の打上げを視野に、課題の整理とその
課題解決方策について検討し、可能なものにつ
いて年度内を目途に中間報告

◆ ＮＨＫの放送全体への貢献という役割を踏まえ、コ
ンテンツ産業の重要なプレイヤーである外部制作
事業者との連携が必要

✓ ＮＨＫ新ＢＳ２Ｋ・新ＢＳ４Ｋそれぞれについて、「外
部制作事業者に著作権が帰属する放送番組（外部

制作事業者及びＮＨＫの双方に帰属するものを含む。）」を対象
とする新たな目標を設定

✓ 本年12月の衛星放送の再編にあわせて、基幹放
送普及計画（告示）を改正

◆ 信頼性に裏打ちされた放送コンテンツに視
聴者が触れることのできる環境の確立が必要

✓ 既存プラットフォーム間での連携や仮想的
なプラットフォームの構築により、国民・視聴
者にとって、ＮＨＫと民放の放送コンテンツの
「アクセス性」・「一覧性」が確保できる環境を
整備

✓ 「アクセス性」・「一覧性」の確保の在り方に
ついて、放送事業者、メーカー等による検討
体制を年内に設置。実証事業を本年度から
実施し、来年度を目途に技術仕様を策定

◆ 我が国コンテンツ産業の発展のため、海外と
の競争を意識しつつ、ＮＨＫと民放とが可能
な範囲で協調し前向きに取り組むことが必要

✓ ①インターネット配信の強化、②コスト負担
の軽減、③コンテンツ調達の在り方、④財源
の在り方を含め、その課題や課題解決方策
について検討を行う場を早急に設置

✓ ＮＨＫが国際放送で培ってきた放送コンテン
ツの制作やローカライズ等のノウハウ・技術
を放送業界全体で共有することについて検討

✓ 可能なものについて年内を目途に中間報告

①地上放送の放送ﾈｯﾄﾜｰｸｲﾝﾌﾗの効率化

④衛星放送の放送ﾈｯﾄﾜｰｸｲﾝﾌﾗの効率化

②衛星放送における番組制作

③放送ｺﾝﾃﾝﾂのｲﾝﾀｰﾈｯﾄ配信の推進 ⑤国際発信の強化
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参考１ 開催要綱 

参考ー1



「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」開催要綱 

１ 背景・目的 

 ブロードバンドインフラの普及やスマートフォン等の端末の多様化等を背景に、デ

ジタル化が社会全体で急速に進展する中、放送の将来像や放送制度の在り方について、

「規制改革実施計画」や「情報通信行政に対する若手からの提言」（令和３年９月３

日 総務省情報通信行政若手改革提案チーム）も踏まえつつ、中長期的な視点から検

討を行う。

２ 名称 

本会は「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」と称する。 

３ 検討項目 

（１）デジタル時代における放送の意義・役割

（２）放送ネットワークインフラの将来像

（３）放送コンテンツのインターネット配信の在り方

（４）デジタル時代における放送制度の在り方

（５）その他

４ 構成及び運営 

（１）本会は、総務大臣の検討会として開催する。

（２）本会の構成員は、別紙のとおりとする。

（３）本会に、総務大臣があらかじめ指名する座長を置く。

（４）座長代理は座長が指名する。

（５）座長代理は座長を補佐し、座長不在のときは座長に代わって本会を招集する。

（６）座長は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことが

できる。

（７）その他、本会の運営に必要な事項は座長が定めるところによる。

５ 議事の取扱い 

（１）本会の会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより当事者

又は第三者の権利及び利益並びに公共の利益を害するおそれがある場合その他

座長が必要と認める場合については、非公開とする。

（２）本会の会議で使用した資料については、原則として総務省のホームページに

掲載し、公開する。ただし、公開することにより当事者又は第三者の権利及び

利益並びに公共の利益を害するおそれがある場合その他座長が必要と認める場

合については、非公開とする。

（３）本会の会議については、原則として議事要旨を作成し、総務省のホームペー

ジに掲載し、公開する。

６ その他 
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本会の庶務は、情報流通行政局放送政策課が、同局情報通信作品振興課、放送技

術課、地上放送課及び衛星・地域放送課の協力を得て行うものとする。 
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「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」構成員名簿 

（敬称略・座長を除き五十音順） 

＜構成員＞ 

（座長） 三友
みとも

 仁
ひと

志
し

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科 教授 

飯塚
いいづか

留
る

美
み 一般財団法人マルチメディア振興センター ICTリサーチ＆コン

サルティング部 シニア・リサーチディレクター

伊東
いとう

 晋
すすむ

東京理科大学 名誉教授 

大谷
おおたに

和子
かずこ

 株式会社日本総合研究所 執行役員法務部長 

奥
おく

 律
りつ

哉
や

電通総研 フェロー 

落合
おちあい

孝
たか

文
ふみ

 
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 プロトタイプ政策研究所

所長・シニアパートナー弁護士 

瀧
たき

 俊
とし

雄
お

株式会社マネーフォワード 執行役員 CoPA Fintech 研究所長 

長田
ながた

 三
み

紀
き

情報通信消費者ネットワーク 

林
はやし

 秀弥
しゅうや

名古屋大学大学院法学研究科 教授 

森川
もりかわ

博之
ひろゆき

東京大学大学院工学系研究科 教授 
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龍彦
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慶應義塾大学大学院法務研究科 教授 

山本
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隆司
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東京大学大学院法学政治学研究科 教授 

計12名 

＜オブザーバ＞ 

日本放送協会 

一般社団法人日本民間放送連盟 

一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 

別紙 
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参考２ 開催状況 
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「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」 

開催状況（第14回以降） 

 

 

○第14回（令和４年11月11日（金）13:00～） 

 (1) 今後のスケジュールについて 

(2) 放送事業者等との意見交換の結果報告 

(3) ワーキンググループ・作業チームでの検討状況について 

(4) 制度見直しに向けた検討状況について 

(5) 意見交換 

 

○第15回（令和５年１月31日（火）15:30～） 

(1) デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会の当面の検討課題 

(2) ＡＭラジオ放送のＦＭ転換 

(3) ヒアリング 

 ・日本放送協会 

(4) 衛星基幹放送におけるマスメディア集中排除原則について 

(5) 意見交換 

 

○第16回（令和５年３月13日（月）15:00～） 

(1) 放送コンテンツの制作・流通の促進に関するワーキンググループの検討状況等に

ついて 

(2) ヒアリング ① 

・株式会社放送衛星システム 

・スカパーＪＳＡＴ株式会社 

(3) 質疑応答 ① 

(4) ヒアリング ② 

・一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 

(5) 質疑応答 ② 

(6) 放送法及び電波法の一部を改正する法律案について 

(7) 意見交換 

 

○第 17回（令和５年５月 12日（金）15:00～） 

(1) 開催要綱の改訂 

(2) ヒアリング 

  ・一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 

(3) 質疑応答・意見交換 
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○第 18回（令和５年５月 19日（金）13:00～） 

(1) 衛星放送に関する課題や論点について 

(2) ヒアリング① 

   ・オリジネーター・プロファイル（OP）技術研究組合 

(3) ヒアリング② 

   ・公益社団法人日本芸能実演家団体協議会実演家著作隣接権センター 

 

○第 19回（令和５年６月７日（水）13:00～） 

(1) ヒアリング① 

   ・一般社団法人日本民間放送連盟 

(2) ヒアリング② 

   ・日本放送協会 

(3) ヒアリング② 

   ・株式会社電通 

   ・株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ 

(4) 意見交換 

 

○第 20回（令和５年７月５日（水）13:00～） 

(1) 訂正放送制度の現状について 

(2) 地上デジタル放送方式の高度化に関する検討状況について 

(3) 放送の将来像と制度の在り方に関するこれまでの議論について 

(4) 意見交換 

 

○第21回（令和５年８月８日（火）17:00～） 

(1) 「小規模中継局等のブロードバンド等による代替に関する作業チーム」からの報

告 

(2) 放送の将来像と制度の在り方に関する論点整理 

(3) 質疑応答・意見交換 

 

○第22回（令和５年８月31日（木）15:00～） 

(1) 検討会取りまとめ（第２次）（案）について 

(2) 「公共放送ワーキンググループ」からの報告 

(3) 「放送コンテンツの制作・流通の促進に関するワーキンググループ」からの報告 

(4) 「放送業界に係るプラットフォームの在り方に関するタスクフォース」からの報

告 

(5) 意見交換 
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○第23回（令和５年10月12日（木）16:00～） 

(1) 検討会取りまとめ（第２次）（案）に対する意見募集の結果 

(2) 意見交換 
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参考３ 規制改革実施計画 
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参考４ ヒアリング資料等 
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（１） 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 

（資料４－３） 
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（２） 放送事業者等との意見交換の結果報告 
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（３） 日本放送協会 
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（４） 山本龍彦構成員 
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（５） 株式会社放送衛星システム 
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（６） スカパーＪＳＡＴ株式会社 

（資料 16－４） 
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（７） 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 

（資料 16－５、資料 17－２） 
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（９） 公益社団法人日本芸能実演家団体協議会 
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（１０） 一般社団法人日本民間放送連盟 
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（１１） 株式会社電通 

（資料 19－３） 
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（１２）株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ
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